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（１）地域福祉とは 

一般に「福祉」というと、高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉など対象ごとに分

かれたものであると捉えられています。それは必要な福祉サービスがそれぞれの法

律や制度によって、支援対象者ごとに提供されているからです。 

「地域福祉」とは、対象者ごとに提供されているサービスを住み慣れた地域にお

いて必要に応じて利用できるというだけでなく、地域の人と人とのつながりを大切

にし、お互いに気兼ねなく助けられたり助けたりする関係と助け合いの仕組みをつ

くっていくことです。 

国は、地域福祉の推進において、「地域共生社会」という理念を打ち出しました。

これは、制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、

地域住民や地域の多様な主体が、住民の生活課題を「我が事」として捉え、人と人、

人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながりながら課題解決に参画しようと

いう考え方です。これによって、高齢者、障害者、子どもや子育て家庭など、全ての

市民が安心して生活できる社会の実現を目指しています。 

そのためには、高齢者、障害者、児童などの従来の福祉制度の対象者だけでなく、

地域で暮らす一人ひとりの生活課題、つまり暮らしの上での困りごとを早期に把握

し、困りごとが深刻になったり、孤立したりする前に対応することが大切です。そ

して、その際には本人や家族の自助努力を踏まえつつ、「地域福祉」や「社会保障」

を効果的に活用して、皆で解決していく姿勢が求められます。 

この点については、しばしば「自助」「互助」「共助」「公助」という言葉で説明さ

れることがありますが、犬山市地域福祉計画（以下、「本計画」という。）において

は、生活課題を抱える本人や家族が彼らなりに対処している点を尊重しながら、地

域住民や地域の多様な主体がそれをサポートできる環境を整備するとともに、行政

機関がタイムリーに公的支援策を講じるという課題解決のあり方を模索したいと考

えます。 

そして、そのことを「個人・家族」「地域福祉」「社会保障」による重層的な支援

体制づくりと捉えます。 

 

 

 

 

 

１ 
第１章 計画の策定にあたって 

計画策定の目的 

【地域共生社会とは】平成 29（2017）年２月７日「我が事丸ごと」地域共生社会実現本部決定 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多

様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つなが

ることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。 
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（２）地域福祉計画の役割 

地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て生活課題を

明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や、体制等につい

て目標を設定し、計画的に整備していく計画です。 

この計画は、社会福祉法（昭和 26年法律第 45号。以下、「法」という。）第 107条

に基づくもので、計画策定は、平成 30（2018）年４月の法改正により努力義務とさ

れました。また、法第 107条には市町村地域福祉計画に定める事項が示され、「地域

における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における

共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」としての位置づけが明確化され

ています。 

 

 

【社会福祉法】 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定め

る計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通

して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるも

のとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価

を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変

更するものとする。 
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（１）現状と課題 

近年、地域や家庭の困りごとや課題は、介護と育児のダブルケア、8050問題をは

じめとするひきこもりの問題など、様々な要因が複雑化・複合化して生じているこ

とが少なくありません。 

一方で、行政をはじめとする支援機関の相談支援体制は縦割りであることが多く、

利用する市民にとってわかりにくい場合があります。そのため、世代や属性を超え

た横断的な支援体制の構築が課題となっています。 

このような状況を受け、平成 30（2018）年４月の法改正では、地域福祉計画で地

域福祉推進の理念を規定するとともに、「都道府県及び市町村はこの理念を実現する

ための包括的な支援体制づくりに努めること」が示され、その後、令和３（2021）年

4月の法改正では「包括的な相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」な

どの充実が求められました。 

これまで本市では、介護、障害、子育てなどの分野ごとの個別計画を策定し、福

祉の充実を図るために施策を推進してきましたが、分野を横断した包括的な支援体

制の構築は進んでいません。 

今後、国が推進する「地域共生社会」の実現に向けて包括的な相談支援体制の構

築を進めるとともに、地域が一体となって支え合いの基盤を再構築することができ

るよう住民参加のもとで本計画を策定し、包括的な支援体制の構築に向けた取り組

みを推進する必要があります。 

 

（２）計画策定の考え方 

本市の現状と課題を踏まえ、目指すべき姿を描くとともに複雑化・複合化する課

題に対応できる、世代や属性を超えた包括的な支援体制を構築するため、「地域福祉

計画」とあわせて、より実践的な「重層的支援体制整備事業計画」及び「成年後見制

度利用促進計画」、「再犯防止推進計画」を一体的に策定します。 

  

２ 
第１章 計画の策定にあたって 

計画策定の背景 
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【犬山市地域福祉計画】 

法第 107 条の規定に基づく計画で、地域福祉を推進していくための理念や総合的

な方向性を示すものです。また、本市の最上位計画である「犬山市総合計画」の方

針に基づき策定するとともに、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉その他福祉の各

分野における「上位計画」として位置づけます。 

 

【犬山市重層的支援体制整備事業計画】 

法第 106 条の５の規定に基づき、本市において重層的支援体制整備事業を実施す

るために必要な事業の提供体制などを定める「重層的支援体制整備事業実施計画」

として位置づけます。 

 

【犬山市成年後見制度利用促進計画】 

成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 29 号）第 14条の規定

に基づき、本市における成年後見制度の利用の促進に関する施策について基本的な

事項を定める「市町村計画」として位置づけます。 

 

【犬山市再犯防止推進計画】 

再犯の防止等の推進に関する法律（平成 28年法律第 104号）第８条の規定に基づ

き、犯罪や非行をした人への支援に関する基本的な事項を定める「地方再犯防止計

画」として位置づけます。 
 

〖犬山市地域福祉活動計画 (犬山市社会福祉協議会)〗 

地域福祉を全市的に進めていくために、地域福祉推進の要である社会福祉法人犬

山市社会福祉協議会（以下、「市社会福祉協議会」という。）が核となって具体的な

活動内容を定めるため、本計画と連携して策定します。 

 

 

 

 

  

３ 
第１章 計画の策定にあたって 

計画策定の位置づけ 
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本計画は、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度までの５か年計画です。 

本計画の進行管理は、定期的に調査・検証し、活動内容の改善を進めます。また、

社会情勢や制度改正などの変化を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

  

令和５年度 

（2023） 

令和６年度 

（2024） 

令和７年度 

（2025） 

令和８年度 

（2026） 

令和９年度 

（2027） 

令和 10年度 

（2028） 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    

４ 
第１章 計画の策定にあたって 

計画の期間 

犬山市総合計画（2023～2030） 

犬山市障害者基本計画（2024～2029） 

犬山市障害福祉計画・障害児福祉計画 
（2024～2026） 

犬山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
（2024～2026） 

みんなで進めるいぬやま健康プラン 21（2025～2036） 

犬山市自殺対策計画（2025～2029） （2019～2024） 

（2028～2032） 

（2027～2029） 

（2027～2029） 

（2018～2023） 

（2021～2023） 

（2021～2023） 

 

（2014～2024） 

犬山市地域福祉計画・重層的支援体制整備事業計画（2023～2027） 

犬山市子ども・子育て支援事業計画（2025～2029） （2020～2024） 
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 （１）庁内関係課との連携会議の開催 

  包括的な支援体制の構築にあたり、庁内関係課（高齢者支援課、健康推進課、子

ども未来課、福祉課）との連携会議を毎月１回定期開催し、計画策定や各分野の動

向などの情報を共有するとともに、事例検討による職員の対応力の向上を図ってい

ます。令和４（2022）年９月からは市社会福祉協議会も参加しています。 

 

（２）犬山市地域福祉推進委員会の設置 

本計画の策定にあたり、専門家及び関係者からの意見を聞きくため、学識経験者、

社会福祉団体関係者、保健医療機関関係者、教育機関関係者、その他市長が必要と

認める者から構成する犬山市地域福祉推進委員会を設置しました。 

犬山市地域福祉推進委員会では、以下のようなプロセスで検討を進めました。 

 

＜犬山市地域福祉推進委員会の開催概要＞ 

回 内容（協議事項） 

第１回 

令和４年 

4 月 18 日 

 地域福祉計画等の策定について(諮問) 

 市民ニーズ調査に係るアンケート案について 

 委員会全体スケジュール案について 

第２回 

9月 22日 

 犬山市の現状について 

 地域福祉計画等骨子案について 

 地域福祉シンポジウムについて 

第３回 

11月 25日 

 地域福祉計画等素案について 

第４回 

令和５年 

2月 10日 

 地域福祉計画等案について（答申・承認） 

 

 

 

 

  

５ 
第１章 計画の策定にあたって 

計画策定の方法 
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（３）アンケート調査の実施 

市民の福祉に対する考え方や地域との関わり方などの実態を把握し、本計画策定

の基礎資料とすることを目的として、アンケート調査を実施しました。 

調査の仕様、回収結果などは下表のとおりです。 

    ＜調査の仕様と回収結果＞ 

 

 

（４）関係団体へのヒアリングの実施 

６月に地域福祉の担い手となる市内の各種団体に地域の課題やその解決策などに

ついての「事前質問用紙」を配付し、 79 団体から回答をいただきました。その後、

７月から９月にかけて一部の団体と個別に面談し、ヒアリング調査を実施しました。 

 

事前質問用紙配付数 ヒアリング調査実施数 

119 27 

 

  

  一般市民アンケート 町会長アンケート 
民生委員・児童委員 

アンケート 

調 査 地 域  犬山市全域 

調 査 対 象  18歳以上の市民 市内の町会長 
市内の 

民生委員・児童委員 

標 本 サ イ ズ  2,000人 350人 130人 

抽 出 方 法  無作為抽出 全員 

調 査 方 法  
郵送配布・郵送回収 

もしくは Web回答 
郵送配布・郵送回収 

調 査 期 間  令和４（2022）年５月 24日～６月 17日 

回 収 数   
948（47.4%） 

Web回答分 168を含む 
253（72.3%） 120（92.3%） 

主な調査項目  

⚫ 福祉に対する関心 

⚫ 地域にしてほしい日

常生活支援 

⚫ 市の相談窓口の認知

度 

⚫ 住民主体の地域活動

への参加意向 

⚫ 成年後見制度の認知

度・利用意向 

⚫ 災害時の避難につい

て 

⚫ 居住地域における福

祉の課題 

⚫ 市の暮らしやすさへ

の評価 

⚫ 性別・年齢・在任年

数・所属小学校区 

⚫ 十分にできていない

町内会活動 

⚫ 活動の課題や問題 

⚫ 他組織との連携 

⚫ 行政に期待する支援 

⚫ 居住地域における地

域のつながり 

⚫ 居住地域における福

祉の課題 

⚫ 市の暮らしやすさへ

の評価 

⚫ 性別・年齢・在任年

数・活動地区 

⚫ 十分にできていない

委員活動 

⚫ 活動の課題や問題 

⚫ 他組織との連携 

⚫ 行政に期待する支援 

⚫ 居住地域における地

域のつながり 

⚫ 居住地域における福

祉の課題 

⚫ 市の暮らしやすさへ

の評価 
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＜関係団体への質問項目＞ 

⚫ 団体の活動内容 

⚫ 本市の課題や困りごと 

⚫ 課題や困りごとの解決策 

⚫ 団体の活動のうち地域の課題解決に貢献できる活動の有無・内容 

⚫ 他の団体などと連携すれば解決できそうな地域の課題の有無・内容 

⚫ 他の団体などとの連携において必要なこと 

⚫ その他 

 

 （５）地域福祉を考えるタウンミーティングの開催 

「犬山市の地域福祉を考えよう」と題して、犬山市タウンミーティングを開催し

ました。「8050問題から考える地域福祉」をテーマに、市民による意見交換を実施し

ました。 

参加者は、まず「ひきこもりからの回復」（社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団の福

祉ビデオライブラリー）の一部を視聴し、その後のグループワークでは、問題に対

して“私ができること（自助）”、“一緒にできること（互助）”という２つの視点か

ら、できることについて意見交換を行いました。 

 

日時 場所 参加者数 必要な方への支援 

令和４年８月 20日 

10時から 12時 
市役所２階 205会議室 31 人 託児、手話通訳 

令和４年８月 28日 

14時から 16時 

エナジーサポートアリーナ  

「犬山市体育館」多目的室 
24 人 託児、手話通訳、要約筆記 

   

 （６）地域福祉シンポジウムの開催 

地域福祉計画は、つくる過程も大切であるとの考えから、市民の地域福祉に対す

る関心を高め、世代や属性を問わない包括的な支援体制の構築を進める「重層的支

援体制整備事業」への理解と、本計画の策定過程で重視する「つながりづくり」に

ついて一人ひとりが考えるきっかけをつくることを目的に開催しました。 

＜概要＞ 

日  時：令和４年 12月４日 

場  所：南部公民館講堂 

参加者数： 136 名 

題  名：「これからの犬山市の地域福祉 

      ～地域で人と人、人と資源がつながるためには～」 

内  容：第１部：基調講演 

     第２部：パネルディスカッション 
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（７）パブリックコメントの実施 
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（１）人口・世帯の現状 

①人口の推移と年齢別人口構成 

令和４（2022）年９月 30日現在の本市の人口は 72,850人で、平成 30（2018）年

以降は緩やかな減少傾向にあります。 

本市の年齢３区分（15歳未満、15～64 歳、65歳以上）別人口の割合の推移をみ

ると、高齢者人口（65 歳以上）の割合及び生産年齢人口（15～64 歳）の割合はわ

ずかに上昇しており、令和４（2022）年における総人口に占める高齢者人口の割合

である高齢化率は 29.3％となっています。高齢化率は、全国では 29.1％、愛知県

では 25.6％となっており、国や県よりも高くなっています。一方、年少人口（15歳

未満）の割合は低下傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）住民基本台帳（各年９月 30日現在）  

１ 
第２章 犬山市の現状と課題 

統計及びアンケート調査などからみる犬山市の現状と課題 
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100歳以上

令和４年 95～99歳

（2022年） 90～94歳

85～89歳

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

５～９歳

０～４歳1,163

1,400
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1,904

2,175

1,842

1,790

1,936

2,308

3,090

3,123

2,400

1,923
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2,427

2,200
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850

279

66

5

4,000 3,000 2,000 1,000 0

男性（36,181人）

1,110

1,369
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1,793
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1,496
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2,023

3,089

2,523

2,097

1,292

629

200

24

0 1,000 2,000 3,000 4,000

女性（36,669人）

（人）

本市の令和４（2022）年の性別・年齢５歳階級別の人口構成（人口ピラミッド）

は、下図のようになっています。男性では 50～54歳、女性では 70～74歳の人口が

最も多く、男女ともに次いで 45～49歳が多くなっています。一方、15歳以上 64歳

未満の人口をみると、男女ともに 25～29 歳及び 30～34 歳が少なくなっています。 

 

 

犬山市の人口ピラミッド（性別・年齢５歳階級別人口構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）住民基本台帳（令和４（2022）年９月 30日現在） 
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②人口動態 

本市の人口の自然動態の推移をみると、過去５年間の出生数は概ね減少傾向、死

亡数は概ね増加傾向にあり、死亡数が出生数を上回る自然減の状態が続き、令和２

（2020）年は 353 人の自然減となっています。国や県においても自然減の幅は増加

傾向にあります。 

一方、本市の社会動態の推移をみると、令和元（2019）年までは転入数が転出数

を上回る社会増の状態が続いていましたが、令和２（2020）年は転出数が転入数を

上回り、133人の社会減となっています。国や県においても社会増の幅は減少傾向

にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「犬山市の統計」 ※「転出数」はその他の社会減を含む。 
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③地区別人口の状況 

本市の地区別の人口をみると、犬山、羽黒、城東、楽田、池野の順で多くなって

います。過去５年間の推移をみると、人口は全ての地区で概ね減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）住民基本台帳（各年９月 30日現在） 

 

④世帯の状況 

本市の一般世帯数の推移をみると、平成 12（2000）年以降増加傾向にあり、令和

２（2020）年では 29,394世帯となっています。 

家族類型別でみると、ひとり暮らし世帯数・核家族世帯数ともに増加傾向にあり、

特にひとり暮らし世帯数の伸びが大きくなっています。令和２（2020）年の本市の

一般世帯数に占めるひとり暮らし世帯の割合（29.6％）は国（38.0％）や県（36.3％）

より低く、市の核家族世帯の割合（61.1％）は国（54.1％）や県（55.5％）より高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）国勢調査  
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（世帯） （％）

（２）高齢者の現状 

①高齢者世帯の状況 

本市の高齢者のいる世帯数の推移をみると、高齢単身世帯（高齢者ひとり暮らし

世帯）、高齢夫婦世帯（高齢者夫婦のみの世帯）はいずれも増加傾向にあります。 

高齢者のいる世帯数が一般世帯数に占める割合も上昇し続けており、平成 12

（2000）年の 9.7％に対し令和２（2020）年では 23.9％と、20 年間で２倍以上とな

っており、国（22.5％）や県（19.7％）の割合より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）国勢調査 

    ※高齢夫婦世帯は、夫及び妻の年齢が 65歳以上の夫婦のみの一般世帯 
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②要介護等認定者の状況 

本市の要介護等認定者数の推移をみると、国や県と同様に増加傾向にあり、令和

３（2021）年では 3,357 人となっています。要支援認定者数（要支援１・２）、要

介護認定者数（要介護１～５）ともに増加傾向にあり、特に要支援認定者数の伸び

が大きくなっています。 

認定率（第１号被保険者数に占める認定者数の割合）も国や県と同様に上昇し続

けており、特に平成 30（2018）年から３年間で１ポイント以上上昇し、令和３（2021）

年は 15.7％となっていますが、国（19.2％）や県（17.5％）の割合より低い値で推

移しています。要介護度別で推移をみると、要支援１・２、要介護３・４が大きく

増加し、要介護１・２が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「介護保険事業状況報告」月報（各年９月末時点） 

※認定者は第２号被保険者を含み、 

認定率は「認定者数（２号含む）」÷「第１号被保険者数」で計算される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「介護保険事業状況報告」月報（各年９月末現在） 

※認定者は第２号被保険者を含む。  
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要介護度の区分表 

 内 容 厚生労働省で定める区分 

要
支
援
状
態 

身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食

事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部に

ついて厚生労働省令で定める期間（原則６か月）にわたり継

続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特

に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神

上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継

続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であ

って、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分

（要支援状態区分）のいずれかに該当するものをいう。 

要支援１ 要介護認定等基準

時間が 25～32分 

要支援２ 同 32～50 分のう

ち、要支援状態に

ある者 

要
介
護
状
態 

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等

の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、

厚生労働省令で定める期間（原則６か月）にわたり継続して、

常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必

要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分（要介護状態区

分）のいずれかに該当するもの（要支援状態に該当するもの

を除く。）をいう。 

要介護１ 同 32～50 分のう

ち、要介護状態に

ある者 

要介護２ 同 50～70分 

要介護３ 同 70～90分 

要介護４ 同 90～110分 

要介護５ 同 110分以上 

 
 

③認知症高齢者等の状況 

本市の認知症高齢者等全体のうち、日常生活自立度がⅡ以上の人数の推移をみる

と、増加傾向にあり、令和４（2022）年では 2,448人となっており、認知症高齢者

等全体の 77.8％を占めています。また、日常生活に支障を来すような症状・行動や

意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる（認知症高

齢者の日常生活自立度がⅡ）の状態にある割合が最も高くなっています。 

認知症高齢者等は高齢化の進行に伴い、国や県においても大幅に増加することが

見込まれており、厚生労働省の推計では、平成 27（2015）年の 525 万人が令和７

（2025）年には最大で 730 万人に増加すると見込まれ、県に当てはめると約 29 万

人が最大で約 40 万人に増加すると見込まれています（出典：「あいちオレンジタウ

ン構想」）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）高齢者支援課 

（各年３月 31日現在） 

※「認知症高齢者等」は「何らかの介

護・支援を必要とする認知症があ

る高齢者」とされる「認知症高齢者

の日常生活自立度」Ⅱ以上の人と

している。 
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認知症高齢者等の日常生活自立度判定基準及び人数（赤枠は本市が「認知症高齢者等とする区分」） 

ランク 判断基準 見られる症状・行動の例 人数(人) 

Ⅰ 
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭

内及び社会的にほぼ自立している。 
― 698 

Ⅱ 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意

思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注

意していれば自立できる。 

 － 

Ⅱａ 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 
たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理等それまでで

きたことにミスが目立つ等 
417 

Ⅱｂ 家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。 
服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応等一人で

留守電ができない等 
690 

Ⅲ 
日常生活に支障を来すような症状・行動や意

思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 
 － 

Ⅲａ 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 

やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大

声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 

629 

Ⅲｂ 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢａに同じ 264 

Ⅳ 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意

思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を

必要とする。 

ランクⅢに同じ 364 

Ｍ 
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身

体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に

起因する周辺症状が継続する状態等 
84 

 
(合計) 

3,146 
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635 614 617 614 627

1,796 1,783 1,745 1,790 1,761

557 571 581 597 614

616 657 687 741 810

3,604 3,625 3,630 3,742 3,812

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

障害者手帳所持者数の推移

身体障害者（65歳未満） 身体障害者（65歳以上） 療育 精神保健福祉

（人）

（３）障害のある人の現状 

①障害者（児）の状況 

本市の障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）所持

者数は、平成 30（2018）年以降緩やかな増加傾向にあり、令和４（2022）年では

3,812人となっています。 

手帳の種類別でみると、身体障害者手帳は 65歳未満、65歳以上ともに概ね減少

傾向にあります。一方、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳はともに増加傾向にあ

り、特に精神障害者保健福祉手帳の伸びが大きくなっています。国においてはいず

れの手帳の所持者数も増加傾向にありますが、県においては、身体障害者手帳はわ

ずかな減少傾向、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は増加傾向にあり、本市は県

と同様の傾向を示しています。 

障害児については、放課後等デイサービス及び児童発達支援の利用者数の推移を

みると、いずれも概ね増加傾向にあり、国や県と同様の傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）福祉課（各年３月 31日現在） 
 

放課後等デイサービス利用者数の推移 

 
平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和２年度 

（2020 年度） 

令和３年度 

（2021 年度） 

延利用人数（人） 2,050 1,581 2,741 2,780 4,376 

実利用人数（人） 183 163 177 208 226 

 出典）福祉課 

 

児童発達支援利用者数の推移 

 
平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和２年度 

（2020 年度） 

令和３年度 

（2021 年度） 

延利用人数（人） 1,475 1,586 1,586 2,296 2,110 

実利用人数（人） 141 93 159 195 222 

 出典）福祉課  
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本市の身体障害者手帳所持者の状況をみると、等級別では１級、年齢別では 65

歳以上、障害の種別では肢体不自由の所持者が、それぞれ最も多くなっています。

県（2020年：１級 30.0％、65歳以上 73.2％、肢体不自由 50.3％）と同様の傾向を

示しており、年齢別では国も 65歳以上（2016年：72.6％）が最多となっています。 

療育手帳所持者の状況では、等級別ではＡ、年齢別では 18～64 歳の所持者が、

それぞれ最も多くなっています。県（2020 年：Ａ38.0％、18～64歳 63.0％）と同

様の傾向を示しており、年齢別では国も 18～64歳（2016年：60.3％）が最多とな

っています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者の状況では、等級別では２級、年齢別では 18～64

歳の所持者が、それぞれ最も多くなっています。県（2020 年：２級 63.2％、18～

64歳 76.1％）と同様の傾向を示しており、年齢別では、国は 25～64歳（2016年：

52.9％）が最多となっています。 

身体障害者手帳所持者の状況 

等級 人数(人) 割合(%) 

 

年齢 人数(人) 割合(%) 人口(人) 
人口に占め 
る割合(%) 

１級 695 29.1 18 歳未満 41 1.7 10,773 0.4 

２級 337 14.1 18～64 歳 586 24.5 40,564 1.4 

３級 542 22.7 65 歳以上 1,761 73.7 21,356 8.2 

４級 584 24.5 計 2,388 100.0 72,693 3.3 

５級 119 5.0      

６級 111 4.6      

計 2,388 100.0      

 
 

 
療育手帳所持者の状況 

等級 人数(人) 割合(%) 

 

年齢 人数(人) 割合(%) 人口(人) 
人口に占め 
る割合(%) 

Ａ 239 38.9 18 歳未満 185 30.1 10,773 1.7 

Ｂ 159 25.9 18～64 歳 389 63.4 40,564 1.0 

Ｃ 216 35.2 65 歳以上 40 6.5 21,356 0.2 

計 614 100.0 計 614 100.0 72,693 0.8 
 

精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

等級 人数(人) 割合(%) 

 

年齢 人数(人) 割合(%) 人口(人) 
人口に占め 
る割合(%) 

１級 108 13.3 18 歳未満 44 5.4 10,773 0.4 

２級 537 66.3 18～64 歳 617 76.2 40,564 1.5 

３級 165 20.4 65 歳以上 149 18.4 21,356 0.7 

計 810 100.0 計 810 100.0 72,693 1.1 

出典）手帳所持者人数：福祉課 人口：住民基本台帳（令和４（2022）年３月 31日現在）  

障害の種別 人数(人) 割合(%) 

視覚障害 153 6.4 

聴覚・平衡機能 144 6.0 

音声・言語機能 41 1.7 

肢体不自由 1,257 52.6 

内部障害 793 33.2 

計 2,388 100.0 



 

21 
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母子世帯 父子世帯 ひとり親世帯

（世帯）

（４）子ども・子育て世帯の現状 

①児童人口の推移 

本市の児童人口（０～11 歳の人口）の推移をみると、０～５歳児、６～11 歳児

ともに４年間で 10％以上の減少傾向にあります。また、総人口に占める児童人口

の割合も低下傾向にあり、令和４（2022）年では 8.8％となっており、国（9.2％）

や県（10.1％）より低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）住民基本台帳（各年３月 31日現在） 

 

②ひとり親世帯の状況 

本市のひとり親世帯数（母子世帯数と父子世帯数の合計）の推移をみると、平成

17（2005）年以降は増減を繰り返しながら 350世帯前後で推移しています。国や県

はともに平成 12（2000）年から令和２（2020）年にかけては増加、平成 27（2015）

年から令和２（2020）年にかけては減少しており、本市の推移は国や県の推移と似

た動きとなっています。 

また、市のひとり親世帯数の内訳をみると、母子世帯は 300 世帯前後、父子世帯

は 50 世帯前後で推移しています。令和２（2020）年のひとり親世帯数に占める母

子世帯の割合は 84.7％で、国（89.7％）や県（88.8％）より低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）国勢調査  
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（５）外国人住民の現状 

①外国人住民の状況 

本市に居住する外国人は概ね年々増加しており、令和３（2021）年の外国人住民

数は 2,517人となっています。本市の総人口に占める外国人住民数の割合も上昇傾

向にあり、令和３（2021）年では 3.44％となっており、国の割合（2.2％）より高

く、県の割合（3.58％）より低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「犬山市の統計」、住民基本台帳（各年３月 31日現在） 

 

（６）生活保護世帯の現状 

①生活保護世帯の状況 

本市の生活保護世帯及び被保護人員数の推移をみると、平成 29（2017）年以降は

世帯数、人員数ともに概ね減少傾向にあり、令和３（2021）年では 225 世帯、291

人となっています。本市の保護率（総人口÷被保護人員数）は 0.37％で、国（1.63％）

や県（0.52％）と比較しても低い水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「犬山市の統計」（各年３月 31 日現在）  
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（７）虐待・ＤＶの現状 

①虐待等相談の状況 

本市の高齢者虐待、障害者虐待、ＤＶ＊に関する相談件数の推移をみると、いず

れも増減を繰り返しており、過去５年間の平均は高齢者虐待相談が 32 件、ＤＶ相

談が 13 件、障害者虐待相談が５件となっています。国や県の各相談件数は、概ね

増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）高齢者支援課、子ども未来課、福祉課（各年３月 31日現在） 

 

②児童虐待の状況 

本市の児童虐待認定件数の推移をみると、平成 30（2018）年以降概ね増加傾向に

あり、令和４（2022）年では 106件となっています。国や県の件数も増加傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）子ども未来課（各年３月 31日現在） 

＊ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）：配偶者や恋人など親密な関係にある者（過去において配偶者や恋人など親密

な関係にあった者を含む）による身体的暴力、及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（精神的・経済的・性

的暴力）をいう。  
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（８）地域活動の現状 

①ボランティアの登録状況 

市社会福祉協議会ボランティアセンターへの登録状況（令和４（2022）年３月 31

日現在）は、下記のとおりです。 

登録数 活動の種類（件） 

団体数 /登録者数

（件/人） 

個人 

（件） 
交流 12、生活支援１、手話等 15、 

子育て支援 25、まちづくり 12、 

環境保全 16、その他 51 127/3,505 ５ 

出典）市社会福祉協議会ボランティアセンター（３月 31日現在） 

 

②ＮＰＯ法人の活動状況 

本市のＮＰＯ法人は令和４（2022）年 10月現在 22団体で、その名称及び活動目

的は下表のとおりです。 

（順不同） 

法人名 定款に記載された目的 

まなぶみ 

この法人は、ひきこもりや不登校、注意欠陥・多動性障害などにより社会に適応できない人に

対し、サポート校での様々な体験を通してコミュニケーション能力の増進を図り、自律的な生

活ができるよう訓練することにより、社会復帰を支援し、もって地域福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。 

十人十色 

この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある人とその家族、高齢者、こど

も等に対して、だれもが個性を生かし、社会の一員として自立できる力を高めるために、介

護、福祉サービス、地域生活支援に関する事業を行い、暮らしやすいまちづくりと地域福祉の

増進を図ることにより社会全体の利益に寄与することを目的とする。 

アジャスト 

この法人は、認知・言語面の苦手さにより社会生活に困難さがある住民に対して、学習・生活

支援に関する事業を行い、認知・言語面の苦手さがある住民の社会生活の困難さに係る問題の

改善や解決を図り、認知・言語面の苦手さがある住民の社会生活の向上と様々なバックグラウ

ンドをもつ人が共生する社会の推進に寄与することを目的とする。 

犬山市体育協会 
この法人は、犬山市におけるスポーツ団体等を総括し、生涯スポーツの普及及び振興を図り、

もって市民の体力向上、健康増進及び心身の健全な発達に寄与することを目的とする。 

犬山学術文化交

流センター 

この法人は、遺伝子治療の指針犬山宣言を有し、自然環境、歴史文化、学術、観光施設が集積

する都市環境を生かした国際的なまちづくりをめざす犬山市に、国の内外から国際会議、学

会、シンポジウム等の誘致や事業を催し、学術文化の向上や国際交流を推進するとともに科学

技術の振興、保健、医療、福祉の増進、環境保全、青少年の健全育成をはかり国際会議観光都

市の建設に寄与することを目的とするものである。 

いぬやまｅ－コ

ミュニティーネ

ットワーク 

この法人は、地域住民に対して、行政並びに地域教育施設と協働して、最新の情報・通信技術

を活用し、市民生活や市民活動を促進するための情報環境の構築または構築支援の事業を行

い、これら情報環境整備支援事業を通して、市民の日常生活や団体活動が、より豊かに・平等

に・楽しく・活発に行えるような、市民生活向上貢献に寄与する事を目的とします。 

にこっと 

この法人は、子育てに関わる全ての人や団体にとって、それぞれが輝くことのできる場や機会

のある地域づくりを基本理念とし、「子育て家庭や子育て期の女性の可能性を広げる”はじめ

のいっぽ”を応援する事業」や「地域の子育て応援者が連携できるネットワークづくりに関す

る事業」を行うことにより、まち全体で子育てを応援する持続可能な環境づくりを推進し、社

会全体の利益に寄与することを目的とする。 
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法人名 定款に記載された目的 

犬山市民活動支

援センターの会 

この法人は、自らの地域における民間非営利組織（ＮＰＯ）活動の発展をめざし、「犬山市市

民活動の支援に関する条例」の趣旨を踏まえ、地域の市民セクター自らの手によるＮＰＯ支援

組織として、幅広く地域や分野を越えたＮＰＯの活動基盤強化を図り、ＮＰＯと企業や行政と

のパートナーシップの形成を促進することを目的とする。そのために下記に掲げる活動を自ら

行うとともに、これらの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を

行う。また、その活動に関心を持つ市民に対し、各種の支援を行う。 

屋久島いきもの

調査隊 

この法人は、屋久島の野生動植物に対して、その学術研究と研究結果の普及に関する事業を行

い、野生動物をはじめとする自然と人の望ましい関係構築に係る問題の改善や解決を図り、屋

久島の自然の価値の向上とその理解の増進に寄与することを目的とする。 

犬山グリーンラ

イフ 

この法人は、市民農園の開設・運営・管理や、安全な苗木の普及、農業講座の開催に関する事

業を行うことにより、耕作放棄地の有効利用と安心安全な農産物の栽培を推進し、都市と農村

の共生による地域活性化と経済効果の促進に寄与することを目的とする。 

犬山里山学研究

所 

この法人は、犬山市周辺の里山に対する、調査研究を踏まえ、自然資料の収集、および分析、

環境学習並びに観察、保全に関する事業を行い、里山の利活用を図る。また、それら事業を担

う人材の育成および交流の促進に寄与することを目的とする。 

ビーリア（ボノ

ボ）保護支援会 

この法人は、コンゴ民主共和国の住民やアフリカの野生動植物に関心をもつ世界の人々に対し

て、生活の支援や環境教育並びに森林とボノボの保全に関する事業を行い、アフリカの熱帯雨

林とそこに住むボノボ（現地名ビーリア）の保護と、生息環境の保全に対する理解の増進に寄

与することを目的とする。 

ぽんぽこネット

ワーク 

この法人は、障害者に係るあらゆる問題に対してネットワークを構築することにより改善、解

決を図り、地域活動の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。 

エコトピア・リ

エゾン２１ 

この法人は、広く一般市民、学生、研究者及び事業者、生産者に対して、環境保全に関する支

援事業を行い、環境調和型理想社会(エコトピア)の実現に寄与することを目的とする。 

クラスメイト 

この法人は、犬山市在住の高齢者を含む生活弱者に対して、生活支援と健康支援に関する事業

を行い、生活不安に係る問題の改善や解決を図り、日常生活の向上と健康な生活の増進に寄与

することを目的とする。 

カリンズ森林プ

ロジェクト 

この法人は、ウガンダ共和国カリンズ森林保護区等で進められているエコツーリズム計画を支

援する事業や、森林の保全、動植物の生態等に関する環境教育事業などを行うことにより、熱

帯森林の保全と地域住民の生活の向上に寄与することを目的とする。 

シェイクハンズ 

この法人は、市民及び多くの人たちに対して、開発途上国の人たち、外国籍住民の人たちに対

する支援の必要性、大切さを訴えると共に、国際社会にふさわしい国際理解と国際協力活動を

推進し、多文化共生社会づくりを目指して、人間は肌の色、言語や文化が違っても同じ人間で

あるということの意味、違いを認める社会づくりに貢献することを目的とする。 

古代邇波の里・

文化遺産ネット

ワーク 

木曽川扇状地には、かって「古代邇波」と呼ばれた一つの領域が存在し、そこには個性豊かな

文化が育まれ、数多くの貴重な文化遺産が存在しています。この法人は、これらの文化遺産を

学問的に評価するとともに、地域の歴史・文化教育活動等に活用するための具体的提案などを

実施していきたい。例えば、古墳や遺跡が存在する場所が、地域の人々の日常的なたまり場と

なったり、その遺跡を通じて人々の間に日常的な交流が生まれ、そして人々との交流の輪がど

んどん広がっていくような仕組みを文化遺産を通じて具体化していきたい。さらにここに集ま

り文化遺産にふれあう人々の生き生きした姿に出会うことにより、この町の歴史や文化、そし

て周囲の自然景観にあらためて感動し、この町が育んできた素晴らしい歴史空間を体感できる

ような活動を考えて行きます。こうした具体的な歴史教育・文化財等の啓発活動、支援事業を

通じて、地域社会に貢献することを目的とします。また、これらの活動を行っていく上では、

多くの市民、多くの団体、行政、企業の理解を得ながら、協働して実施していくことを目指し

ます。 
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法人名 定款に記載された目的 

日本健康体育協

会 

この法人は、一般の人々に対して運動、スポーツを通じ健康の増進を図り健康に関する情報の

提供と指導を行うとともに、トレーナー、運動指導者、健康指導者の育成と活躍の場を創造し

広く国民の理解と指示を仰ぎ、健康とスポーツの正しい知識を普及しトレーナーの社会的地位

及び評価の向上を行い、国民の健康とスポーツの競技力向上と障害の予防に寄与することを目

的とする。 

犬山城下町を守

る会 

この法人は国宝犬山城を擁する城下町の歴史的風致を守り地域の活性化をはかり、環境文化の

創造に貢献する事業を行い、地域の発展に寄与することを目的とする。 

犬山あんきにく

らそう会 

本会は、助け合いの精神に基づき、高齢者、障害者、子どもたちが共に安心して暮らすため

に、住みなれた地域でだれもが看護、介護、保育が受けられる環境を作り、もって少子高齢社

会の医療又は福祉の増進に寄与し、高齢者と障害者や子どもたちとの共生をめざし、社会全体

の利益に貢献することを目的とする。 

こどもサポート

クラブ東海 

この法人は、子どもが主体的に様々な学校および地域の活動に参加し、行動し、地域の人々と

の協働の体験を通じて、学び成長することを大人たちが支援する。また、体験と知識を兼ね備

えたバランスのとれた人間へと子どもが成長することを支援する、大人たち自身の居場所づく

りにも貢献することを目的とする。 

出典）内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト（令和４（2022）年 10月現在） 

 

③老人クラブ・子供会の状況 

本市の老人クラブ＊は、団体数、会員数ともに減少傾向にあり、令和４（2022）

年では 39 団体 1,531 人となっています。国や県も同様に、団体数、会員数ともに

減少傾向にあります。 

本市の子供会＊も、団体数、会員数ともに減少傾向にあり、令和４（2022）年で

は 61団体 1,300 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）高齢者支援課（各年３月 31日現在） 

 
＊老人クラブ：犬山市老人クラブ連合会に加入している老人クラブ 

＊子供会：犬山市子供会育成連絡協議会に加入している子供会  
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出典）子ども未来課（各年３月 31日現在） 
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（９）現状から把握した課題 

 

①統計から把握した課題 

 

子どもの健やかな成長への支援が必要 

 本市では、出生数が減少しており、子どもの人数が減少しています。そのため、保育の充実や

多子多胎世帯への支援の拡充などの子育て支援の充実や仕事と家庭・育児の両立支援などの施策

を進め、子どもを生み育てやすい環境を整えることが必要です。また、支援を必要とする障害の

ある子どもが増えてきており、障害児福祉施策を推進するとともに児童虐待件数も増えているこ

とから、地域ぐるみで子どもの健全な成長を支える環境を整えることも必要です。子育て世帯を

包括的に支援する「こども家庭センター」の設置を検討するなど子育て家庭が安心して相談でき

る環境を整えるとともに、子どもの健全育成を地域ぐるみで推進する意識づくりや人づくりを進

め、様々な取組みに参加する人を増やしていくことが求められています。 

 

＜統計に見られる特徴＞ 

・年少人口（15歳未満の人口）、児童人口（0～11 歳の人口）ともに減少しています。 

・出生数が減少しています。 

・子供会の団体数、会員数がともに減少傾向にあります。 

・ひとり親世帯数は概ね 300世帯以上で推移しています。 

・児童虐待認定件数が増加傾向にあります。 

・障害児通所支援の利用者数が増加傾向にあります。 

 

高齢者や障害者などが安心して生活し、参加できる地域づくりが必要 

 本市では、高齢化が進行しており、高齢単身世帯（高齢者ひとり暮らし世帯）や高齢夫婦世帯

（高齢者夫婦のみの世帯＊）も増加しています。また、認知症高齢者や障害者手帳所持者、外国人

住民も増加傾向にあります。高齢者や障害者などが住み慣れた自宅や地域で安心して生活できる

よう、多様な生活課題を解決できる地域づくりやしくみづくりを進める必要があります。 

また、高齢者や障害者などの孤立を防ぎ社会参加を促進するため、身近な地域で交流できる機

会や場づくりなどを進めていくことも大切です。 

 

＜統計に見られる特徴＞ 

・高齢単身世帯数や高齢夫婦世帯数がともに大きく増加しており、一般世帯数の約４分の１を占

めています。 

・要介護等認定率が増加傾向にあります。 

・認知症高齢者等数が増加傾向にあります。 

・障害者手帳所持者数が増加傾向にあります。 

・外国人住民数が増加傾向にあります。 

・高齢者虐待、障害者虐待、児童虐待及び DVについては、常に一定数の相談があります。 

＊高齢者夫婦のみの世帯：夫及び妻の年齢が 65 歳以上の夫婦のみの一般世帯  
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②アンケート調査・団体ヒアリング調査・タウンミーティングから把握した課題 

 

福祉への関心や意識の向上が必要 

 一般市民アンケート調査では、「若い世代の福祉への関心が低い」という傾向がみられます。町

会長アンケート調査では、「役員のなり手が少ない、または、役員の選出が難しい」「活動への若

い人の参加が少ない」という課題がある一方で今後の活動の充実、活性化のために、行政に期待

する支援として「町内会の役員の負担の軽減」が最も高い結果となっています。民生委員・児童

委員アンケート調査では、「若い委員が少ない」「委員の活動に対する住民の関心が低い」「多世代

（幅広い世代の人々）の交流や付き合いが少ない」ということが課題として指摘されています。

身近な地域で住民同士の顔が見える関係づくりを進めるとともに、地域で行われている活動を知

ってもらえるような働きかけが必要です。 

団体ヒアリング調査では、外国人住民が増えており、言葉の課題がありコミュニケーションが

難しいという意見や、障害者や施設入所者への偏見の問題など、福祉に対する意識啓発の必要性

の指摘や、地域と施設との接点がないという意見がありました。その一方で、当事者のことを知

ってもらうことも大切であり、交流の機会を設ける必要があるという意見がありました。 

タウンミーティングでも、勉強会などを通じて福祉について学び、福祉課題を有する人を理解

することの大切さへの指摘がありました。また、まずは知ることからという意見にもあるように、

小さなころから福祉について触れる機会や学ぶ機会や当事者との交流の機会や福祉について学

習できる機会を充実させるとともに、福祉への意識を高める啓発事業をとおして、福祉への関心

を高め、福祉の心を育む人づくりを進めていく必要があると考えられます。 

 

福祉の人材や活動の担い手の確保や育成が必要 

 一般市民アンケート調査では、居住地域における福祉の課題として「町内会・まちづくりなど

の役員のなり手・担い手が少ない」ことが最も多くみられました。町会長アンケート調査でも、

「役員のなり手が少ない、または、役員の選出が難しい」ことが課題とされ、町会長アンケート

調査、民生委員・児童委員アンケート調査ともに、行政に期待する支援として「新たに委員の担

い手となる人材の発掘や育成支援」を求める意見が多くみられました。役員などの担い手の負担

軽減を図りライフスタイルに合った組織運営のあり方を検討する必要があると考えられます。 

一方で、一般市民アンケート調査において、地域にして欲しい日常生活支援では「災害時の手助

け」に次いで「安否確認の声かけ」という結果となっていることとあわせて、近隣にしてあげら

れる日常生活支援として「安否確認に声かけ・見守り」や「災害時の手助け」という結果となり

ました。福祉への関心や意識の向上とあわせて、日常生活において無理のない範囲でも活動がで

きることを広めるとともに、マッチングのしくみを整えることも必要です。 

団体ヒアリング調査では、ケアマネジャーや保育士などの専門職の人材不足が課題として指摘

されていることにあわせて、介護離職を考えている人がいるという意見もあます。必要な人が福

祉サービスを適切に利用できる体制を確保するために、専門職の人材とともに地域活動の担い手

の育成を図り、専門職と地域とが連携した支援体制の構築が求められています。 
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相談窓口の利用しやすさの向上や相談事業の充実が必要 

 一般市民アンケート調査では、各分野の相談窓口についての認知度が低いことがわかりました。

悩みや不安を相談したい相手としては「家族・親戚」が最も多く、次いで「友人・知人」「病院・

診療所」と続いています。「誰（どこ）に相談したらよいのかわからない」という回答も 7.8％あ

りました。 

団体ヒアリング調査においても、相談窓口の敷居が高くて利用しにくいこと、相談窓口が周知

されていないことなどが課題とされています。また、相談に来られない人への支援や相談する必

要があるのに問題点に気づいていない人への支援の必要性も指摘されています。同時に、人員不

足で十分な対応が困難であるという意見もありました。 

 タウンミーティングにおいても、相談することの大切さや相談窓口につなげることの大切さを

指摘する意見が多くみられました。加えて、地域資源や相談窓口の情報を知るという意見もあり、

SNS などの活用や対象者にあった周知の方法を検討することが求められています。また、相談に

来られる人を待って受け入れるだけでなく、支援者が出向いて支援することも含め、人員体制を

確保し、誰も取り残さない相談支援を実現するしくみづくり、つながりづくりが必要です。 
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人口減少や少子高齢化、生活様式や価値観の変容など、地域社会を取り巻く環境

は目まぐるしく変化しています。その中にあって、私たち市民一人ひとりがいきい

きと健やかに暮らすことができるまちを目指すためには、行政だけでなく個人や地

域の多様な主体がつながって参画する「地域力の強化」が必要です。 

地域における様々なつながりを大切にしながら推進する地域福祉の推進は、市民・

地域・行政が有機的につながる“わ”のまちづくりと捉えることができます。 

そのため、本計画において、強化していくべき地域の力を「“わ”の力」と表現し、

本計画の基本理念を「つながり 支え合い 地域で高めよう “わ”の力」としま

す。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会福祉法】 

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、

共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う

者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住

民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる

分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならな

い。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及

びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となること

の予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医

療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社

会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる

分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」とい

う。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」

という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

 

つながり 支え合い 地域で高めよう ”わ”の力 

～誰もがいきいきと健やかに暮らすことができるまちを目指して～ 

１ 
第３章 計画の基本理念と施策 

計画の基本理念 
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基本理念を実現するために推進すべき施策を位置づけるため、以下の４つの基本

目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

２ 
第３章 計画の基本理念と施策 

計画の基本目標 

基本目標Ⅰ 人づくり 

市民の福祉の心を育み、福祉に対する

理解を高めます。また、市民の生きがいや

健康づくりへの取り組みを支援するとと

もに、地域福祉活動に参加する人を育て

ます。 

基本目標Ⅱ 場づくり 

人と人とがつながる場として、多様な

地域活動や多世代・多文化の交流の場づ

くりなどを支援します。また、障害者の就

労などの居場所づくりや高齢者の社会参

加、社会福祉法人や NPO、学校などによる

地域貢献活動を促進します。 

基本目標Ⅲ しくみづくり 

 安心で安全に暮らせる身近な地域の環

境づくりを進めるとともに、各種福祉サ

ービスの充実、権利擁護の充実、成年後見

制度の利用促進など、地域での生活を支

えるしくみを充実します。 

基本目標Ⅳ つながりづくり 

地域共生社会の実現を目指して、複雑

化・複合化する地域の生活課題に対応で

きる相談体制や多機関協働による支援体

制の充実、アウトリーチなどを通じた継

続的な支援体制の整備、地域資源の活用

を進めます。 

働きかけ 

地域共生社会 

の実現 

安心して暮らせるサービスや生活基盤 

機会や居場所 

地域 
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基本目標Ⅰ 人づくり 

福祉の心を育み、地域福祉活動に参加する人をつくります。 

（基本施策） 

① 福祉への理解・啓発活動を推進します。 

② 生きがいや介護予防・健康づくりを推進します。 

③ 地域福祉の担い手の育成・確保を推進します。 

④ ボランティア意識を醸成し、地域福祉活動を支援します。 

基本目標Ⅱ 場づくり 

人と人がつながるきっかけづくりのために、地域で交流する機会の創出や 

拠点づくりを支援します。 

（基本施策） 

① 地域ニーズの把握と地域資源の創出及び活動の継続を促進します。 

② 多世代・多文化交流や障害者の居場所づくりを支援します。 

③ 参加の機会や働く場を広げ、社会活動を促進します。 

④ 社会福祉法人や企業、教育機関などの地域貢献を促進します。 

基本目標Ⅲ しくみづくり 

暮らしの環境整備や各分野の福祉サービスの充実とあわせて、必要な人に必要

な支援を繋ぐために、権利擁護の体制を整えます。 

（基本施策） 

① 安心で安全に暮らせるまちづくりを推進します。 

② 福祉サービスの充実と適切な利用を推進します。 

③ 権利擁護の体制を整えて尊厳を守ります。 

④ 成年後見制度の利用を促進します。 

基本目標Ⅳ つながりづくり 

地域共生社会の実現を目指し、複雑化・複合化する地域生活課題に対応するた

めに、包括的な支援体制を整備します。 

（基本施策） 

① 世代や属性を超えた包括的な相談支援体制を整えます。 

② 多機関協働による支援体制を整えます。 

③ アウトリーチなどを通じた継続的な支援体制を整えます。 

④ 地域資源を活用し、支援が必要な人と地域とのつながりをつくりま

す。 

 

 

 

 

 

基本理念 
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３ 
第３章 計画の基本理念と施策 

施策の体系 
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この章には、第３章「３ 施策の体系」に掲げた４つの基本目標ごとに、以下の

項目を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜各施策の内容など＞ 
  総合計画や個別計画における関
連施策と内容及び担当課を記載し
ています。 

＜市民・地域はこんなことから 
はじめてみよう！＞ 

  市民・地域が取り組みやすい行動
や意識について記載しています。 

第４章 施策の展開 

この章の見方について 

 

 

 

 

 

 

  

 

基本目標Ⅰ「人づくり」では、市民の福祉の心を育むことを通じて、地域福祉活動に参

加する人を増やすことなどを目指します。 

アンケート調査では、福祉に「とても関心がある」人は 17.8％、「ある程度関心がある」

人は 57.7％でした。年代別でみると、20 歳代の関心度が最も低く、「とても関心がある」

人は 13.1％、「ある程度関心がある」人は 34.4％となっています。地域福祉に関する講習

等に参加したいと考えている人（35.8％）も 20歳代で 26.2％、30歳代で 23.0％と若い世

代での意向が低く、小学校区別でみると、東・池野小学校区では参加したい人より参加し

たいかどうかわからない人の方が多くなっています。タウンミーティングでも「小中学校

の時から学ぶ機会が必要」や「関心を持って知ることから」などの意見が出ました。若い

世代に福祉の心を育むことができるよう、啓発や教育に力を入れるとともに、全ての年代

の市民が「福祉」の課題を“自分の課題”として捉え、関心を持てるよう啓発していく必

要があります。 

また、アンケート調査では、地域福祉に関する課題や問題の第１位に「町内会・まちづ

くりなどの役員のなり手・担い手が少ない」（32.1％）ことが挙げられています。 

団体ヒアリング調査では、「地域の体操教室やサロン活動の担い手や後継者、集まれる場

所などが不足している」、「老人クラブの会員数が減少しており、組織の担い手が少なくな

ってきている。75 歳まで働く人が多く、若い世代の入会が少ない」といった意見が聞かれ

ました。地域の課題を地域で解決できる地域組織づくりは必要です。地域の組織の役員の

なり手や活動への参加者を増やすことも重要な課題です。 

また、アンケート調査では、住民主体の地域活動へ参加したことがある人（50.2％）は

20 歳代で 24.6％、30 歳代で 25.7％、参加したい人（35.0％）も 20 歳代で 21.4％、30 歳

代で 28.3％と、若い世代での意向が低くなっています。また、参加経験については、犬山

南小学校区で 40％未満、東・池野小学校区で 60％以上と、地域差もみられます。一方、町

会長や民生委員へのアンケート調査では、お住まいの地域のつながりの強さについて、「近

所づきあいがあり、つながりはある程度強いと思う」（町会長：46.6％、民生委員・児童委

員：54.2％）という答えが多くみられます。若い世代への啓発を強めながら、現在の地域

のつながりの強さを“地域の強み”として、住民同士の支え合いや助け合いなどの地域福

祉活動やボランティア活動などを活発にしていくことが必要です。 

 

現状と課題 

Ⅰ 
第４章 施策の展開 

人づくり 

（％）
件数=253

近所づきあいが多く、つながりはとても
強いと思う

近所づきあいがあり、つながりはある
程度強いと思う

あいさつをする程度の近所づきあい
で、つながりはあまり強くないと思う

近所づきあいがほとんどなく、つながり
は強くないと思う

わからない

無回答

4.3 

46.6 

40.3 

2.4 

4.7 

1.6 

0 20 40 60
（％）

件数=120

近所づきあいが多く、つながりはとても
強いと思う

近所づきあいがあり、つながりはある
程度強いと思う

あいさつをする程度の近所づきあい
で、つながりはあまり強くないと思う

近所づきあいがほとんどなく、つながり
は強くないと思う

わからない

無回答

2.5 

54.2 

38.3 

3.3 

0.8 

0.8 

0 20 40 60

＜居住地域における地域のつながり＞ 

【町会長】                   【民生委員・児童委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜タウンミーティングより＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜団体ヒアリングより＞ 

地域活動の担い手が不足している 

⚫ 支えあいに力を入れたいが、担い手がいない状態。 

⚫ 地域の体操教室やサロン活動の担い手や後継者、集まれる場所などが不足して

いる。 

⚫ ファミリーサポートセンターの援助会員の登録が少ない。 

⚫ 会員数は減少しており、組織の担い手が少なくなってきている。75歳くらいま

で働く人が多く、若い世代の入会が少ない。 

 

出典）「犬山市地域福祉に関するアンケート調査結果報告書」（令和４（2022）年８月） 

＜私ができること（自助）＞ 

・話を聴く ・おもしろい話をする ・話しかけること 

・問題解決に向けて一緒に話を聴いてあげる ・否定しない 

・８０５０について学ぶ ・勉強会に参加 

・ひとりじゃない、同じ思いをしている人が世の中にたくさんいると伝える 

・料理をつくってあげる ・地域のフリースペース等福祉活用する 

・つながっていることを続けていく ・ＳＮＳでつながる 

・一緒に地域の行事に参加 ・出かけようとさそうこと 

・やってみたいことを一緒にやる ・小さなことをほめる 

＜一緒にできること（互助）＞ 

・ネットワークを広げる ・行政とつながる ・専門の職種に相談する 

・支援してくれる人につなぐこと ・同じつらかった経験をした人を紹介する 

・８０の会を企画する ・５０の会を企画する 

・小・中学生の頃から情報に触れる ・経験者の話を聞く 

【基本施策】 
  基本目標を実現するための４つ
の基本施策について記載していま
す。 

＜団体ヒアリングより＞ 
  団体ヒアリングで出た意見と、抽
出した課題を記載しています。 

＜タウンミーティングより＞ 
  タウンミーティングで出された
意見をグループごとに記載してい
ます。 

＜統計及びアンケート調査結果＞ 
  統計やアンケート調査結果から、
現状と課題に関連したグラフや表
を記載しています。 

【現状と課題】 
  基本目標のテーマに関連した現
状と課題のポイントについて記載
しています。 
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基本目標Ⅰ「人づくり」では、市民の福祉の心を育むことを通じて、地域福祉活動に参

加する人を増やすことなどを目指します。 

アンケート調査では、福祉に「とても関心がある」人は 17.8％、「ある程度関心がある」

人は 57.7％でした。年代別でみると、20 歳代の関心度が最も低く、「とても関心がある」

人は 13.1％、「ある程度関心がある」人は 34.4％となっています。地域福祉に関する講習

等に参加したいと考えている人（35.8％）も 20 歳代で 26.2％、30歳代で 23.0％と若い世

代での意向が低く、小学校区別でみると、東・池野小学校区では参加したい人より参加し

たいかどうかわからない人の方が多くなっています。タウンミーティングでも「小中学校

の時から学ぶ機会が必要」や「関心を持って知ることから」などの意見が出ました。若い

世代に福祉の心を育むことができるよう、啓発や教育に力を入れるとともに、全ての年代

の市民が「福祉」の課題を“自分の課題”として捉え、関心を持てるよう啓発していく必

要があります。 

また、アンケート調査では、地域福祉に関する課題や問題の第１位に「町内会・まちづ

くりなどの役員のなり手・担い手が少ない」（32.1％）ことが挙げられています。 

団体ヒアリング調査では、「地域の体操教室やサロン活動の担い手や後継者、集まれる場

所などが不足している」、「老人クラブの会員数が減少しており、組織の担い手が少なくな

ってきている。75歳まで働く人が多く、若い世代の入会が少ない」といった意見が聞かれ

ました。地域の課題を地域で解決できる地域組織づくりは必要です。地域の組織の役員の

なり手や活動への参加者を増やすことも重要な課題です。 

また、アンケート調査では、住民主体の地域活動へ参加したことがある人（50.2％）は

20 歳代で 24.6％、30 歳代で 25.7％、参加したい人（35.0％）も 20 歳代で 21.4％、30 歳

代で 28.3％と、若い世代での意向が低くなっています。また、参加経験については、犬山

南小学校区で 40％未満、東・池野小学校区で 60％以上と、地域差もみられます。一方、町

会長や民生委員へのアンケート調査では、お住まいの地域のつながりの強さについて、「近

所づきあいがあり、つながりはある程度強いと思う」（町会長：46.6％、民生委員・児童委

員：54.2％）という答えが多くみられます。若い世代への啓発を強めながら、現在の地域

のつながりの強さを“地域の強み”として、住民同士の支え合いや助け合いなどの地域福

祉活動やボランティア活動などを活発にしていくことが必要です。 

 

  

現状と課題 

Ⅰ 
第４章 施策の展開 

人づくり 
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〔凡例〕

（％）

件数

全　体 94811.4 38.8 48.0 
1.8 

現在、参加

している

参加した

ことがある

参加した

ことはない
無回答

〔凡例〕

（％）

件数

全　体 94817.8 57.7 20.8 

3.0 
0.7 

とても

関心がある

ある程度

関心がある

あまり

関心がない

まったく

関心がない
無回答

【年齢別】

10歳代 12

20歳代 61

30歳代 78

40歳代 151

50歳代 149

60歳代 143

70歳代 219

80歳以上 132

16.7 

13.1 

17.9 

18.5 

16.8 

11.9 

21.0 

21.2 

50.0 

34.4 

46.2 

53.6 

59.1 

71.3 

60.7 

59.8 

33.3 

41.0 

26.9 

23.2 

21.5 

15.4 

16.9 

15.2 

9.8 

9.0 

4.0 

2.7 

1.4 

0.5 

1.5 

1.6 

0.7 

0.9 

2.3 

〔凡例〕

（％）

件数

全　体 94811.4 38.8 48.0 
1.8 

現在、参加

している

参加した

ことがある

参加した

ことはない
無回答

【年齢別】

10歳代 12

20歳代 61

30歳代 78

40歳代 151

50歳代 149

60歳代 143

70歳代 219

80歳以上 132

【居住地区別】

犬山北 132

犬山南 126

犬山西 111

城東 139

今井 7

栗栖 3

羽黒 141

東 92

楽田 144

池野 11

3.3 

16.7 

15.2 

12.1 

11.9 

11.9 

6.8 

66.7 

21.3 

9.0 

41.7 

48.3 

47.6 

40.6 

34.8 

33.3 

75.4 

74.4 

43.0 

39.6 

39.2 

43.4 

53.8 

1.4 

4.1 

4.5 

8.3 

15.1 

9.0 

10.1 

28.6 

13.5 

13.0 

11.8 

36.4 

40.2 

23.8 

43.2 

45.3 

57.1 

66.7 

42.6 

47.8 

36.8 

27.3 

50.0 

57.9 

45.0 

43.2 

14.3 

33.3 

43.3 

35.9 

50.0 

36.4 

〔凡例〕

（％）

件数

全　体 948

2.8 

32.2 27.5 10.7 24.3 

2.5 

ぜひ参加

したい

できれば

参加したい

あまり参加

したくない

参加した

くない
わからない 無回答

【年齢別】

10歳代 12

20歳代 61

30歳代 78

40歳代 151

50歳代 149

60歳代 143

70歳代 219

80歳以上 132

6.6 

7.7 

2.6 

0.7 

1.4 

4.1 

0.8 

50.0 

14.8 

20.5 

33.8 

34.9 

36.4 

35.2 

31.1 

25.0 

32.8 

33.3 

29.8 

32.9 

30.1 

22.4 

18.9 

16.4 

12.8 

7.9 

7.4 

7.7 

11.4 

16.7 

25.0 

29.5 

25.6 

25.8 

22.8 

23.1 

23.3 

24.2 

1.3 

1.4 

3.7 

8.3 

（％）
件数=948

町内会・まちづくりなどの役
員のなり手・担い手が少ない

多世代（幅広い世代の人々）
の交流やつきあいが少ない

地域の防犯

住民同士のまとまりや助け
合いが少ない

災害時に安心して避難でき
る支援体制の整備

地域の人が気軽に集まれる
場所が少ない

32.1 

28.4 

22.8 

22.7 

22.7 

16.2 

0 10 20 30 40

＜福祉に対する関心（年代別）＞        ＜居住地域における福祉の課題＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域活動への参加状況（年代別・地区別）＞    ＜地域活動への参加意向（年代別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（上位６項目） 

出典）「犬山市地域福祉に関するアンケート調査 
結果報告書」（令和４（2022）年８月） 
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（％）
件数=253

近所づきあいが多く、つながりはとても
強いと思う

近所づきあいがあり、つながりはある
程度強いと思う

あいさつをする程度の近所づきあい
で、つながりはあまり強くないと思う

近所づきあいがほとんどなく、つながり
は強くないと思う

わからない

無回答

4.3 

46.6 

40.3 

2.4 

4.7 

1.6 

0 20 40 60
（％）

件数=120

近所づきあいが多く、つながりはとても
強いと思う

近所づきあいがあり、つながりはある
程度強いと思う

あいさつをする程度の近所づきあい
で、つながりはあまり強くないと思う

近所づきあいがほとんどなく、つながり
は強くないと思う

わからない

無回答

2.5 

54.2 

38.3 

3.3 

0.8 

0.8 

0 20 40 60

＜居住地域における地域のつながり＞ 

【町会長】                   【民生委員・児童委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜タウンミーティングより＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）「犬山市地域福祉に関するアンケート調査結果報告書」（令和４（2022）年８月） 

＜私ができること（自助）＞ 

【傾聴・話し相手】 

・自分でできること、できなくなったことを話してもらう 

・話を聞く、話し相手になる   ・得意なことを聞き出す 

・ひきこもりの人の親から話を聞く 

【声かけ・あいさつ】 

・道で会ったときあいさつをする 

・少し気になる人と会ったら「ごきげんいかが」と聞いてみる 

【関係づくり】 

・相手を受け入れる（否定しない）   ・私自身を信用してもらう 

・おいしいコーヒーを飲んでもらう 

【こころの支援】 

・ひとりじゃない、同じ思いをしている人が世の中にたくさんいると伝える 

・話したくないときは聞き出そうとしない 

【自身の考え方】 

・人の苦手意識を持たない   ・相手の気持ちを決めつけない 

【理解・学習】 

・８０５０について学ぶ   ・まずは気づいてあげること  ・勉強会に参加 

＜一緒にできること（互助）＞ 

【話し相手】 

・話を聞いてあげる  ・電話で話を聞く 

【理解・学習】 

・小・中学生の頃から情報に触れる   ・経験者の話を聞く 

【こころの支援】 

・心配していることを伝える 
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＜団体ヒアリングより＞ 

地域活動の担い手が不足している 

・支えあいに力を入れたいが、担い手がいない状態。 

・地域の体操教室やサロン活動の担い手や後継者、集まれる場所などが不足している。 

・ファミリーサポートセンターの援助会員の登録が少ない。 

・会員数は減少しており、組織の担い手が少なくなってきている。75歳くらいまで働く人が

多く、若い世代の入会が少ない。 
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 ①福祉への理解・啓発活動を推進します 

福祉教育や研修、交流機会の拡充などを通じて、市民の福祉に対する理解を深め

ます。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

福祉教育の推進 

障害や障害のある人に対する理解を深め、社会福祉や活

動への関心を高めるため、体験を通して学習する福祉教

育を推進します。また、幼少期から日常的に健常児と障害

児が触れ合う機会を設け、互いの成長を支援するととも

に障害に対する理解を促進します。 

福祉課 

障害者理解の推進 

障害のある人が地域において安心して生活できるよう、

市民の多く集まるイベントにおいて、障害者団体や障害者

施設のブースを設置し、障害のある人や障害に対する社

会一般の理解を深めます。また、広報紙や市ホームペー

ジ、市内の広報板を通じて、より多くの市民に正しい知識

を普及します。 

福祉課 

障害児施策の充実 

子どもの成長とともに、各々のステージに合わせた療育や

支援の体制構築し関係機関と連携して子どもの発達を支

えるとともに、保護者への支援の充実を図ります。 

子ども未来課 

家庭・地域におけ

る男女共同参画の

推進 

子育て家庭にとって魅力的なまちにするため、女性の多

様な働き方や就労に向けた情報収集の場や子育てなどの

情報提供の場を整えます。 

子ども未来課 

市民一人ひとりの

気づきとこころの

健康づくりの推進 

自殺対策について、市民への知識の普及や啓発に努める

とともに、メンタルヘルス教育やこころの健康づくり講座

など、こころの健康づくりを推進します。 

健康推進課 

ジェンダー平等の

推進 

性別等にかかわらず、誰もが個性と能力を発揮し、活躍で

きる社会を形成するため、男女共同参画社会や LGBTQ

に対する理解と必要性に関する意識啓発を実施します。ま

た、政策・方針決定過程における女性の参画及びワークラ

イフバランスの実現を推進し、女性の活躍の場を広げてい

きます。 

地域協働課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 福祉の学習会などに積極的に参加して、学んだことをまわりの人と共有しよう。 

⚫ ボランティア活動の体験や養成研修への参加を呼びかけよう。 

⚫ 地域で、福祉に関することを話し合う機会をつくろう。 

  

基本施策 
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②生きがいや介護予防・健康づくりを推進します 

健康づくりや介護予防への取組を進めるとともに、多様な生きがいづくりへの支

援を通じて、市民が健康で生きがい豊かな生活を送ることができるよう支援します。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

健康づくりによる

予防・早期発見 

健康診査などの実施により、障害の原因となる疾病を早期

発見・予防するとともに、適切な治療や療育につなげるな

ど、必要な支援を行います。また、乳幼児期においては、発

達障害を早期に発見し適切な支援を行うため、関係機関と

の連携を図ります。 

福祉課 

生涯学習の振興 

障害の種別に関わらず、すべての障害のある人の社会参加

が求められていることから、スポーツに親しむ閑居づくり

を推進し、各種大会やスポーツ教室などを開催します。ま

た、生涯学習や文化活動にだれでも参加できるように、障

害のある人に配慮した活動環境の整備を進めます。 

福祉課 

多様な生きがいづ

くりへの支援 

高齢者の多様なニーズに応じた活動の場を提供するととも

に、より多くの高齢者が積極的に参加できるよう、機械の

充実に努めます。また、団塊の世代が高齢期を迎えるのを

見据え、地域における生活支援サービスの担い手となるこ

とも視野に入れた、ボランティアの養成の充実に努めます。 

高齢者支援課 

保健施策 

身近な場所での高齢者の居場所や生きがいづくりの場を

活かし、できる限り介護を必要としない生活を送れるよう

地域ぐるみの健康づくり活動を推進んしていきます。 

高齢者支援課 

介護予防・健康づ

くりの推進 

高齢者が自ら介護予防に取り組む意識が高められるよう

事業の内容を再検討していきます。また、老人クラブ連合

会や運営に参加するボランティア団体との連携強化を図り

ます。高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるように支援することや、要介護（要支援）

状態となることの予防又は要介護（要支援）状態の軽減・悪

化の防止を目的として取り組みます。高齢者の自立支援に

資する取り組みを推進することで、要介護（要支援）状態に

なっても、高齢者が生きがいをもって生活できる地域の実

現を目指します。 

高齢者支援課 

児童の健全育成の

充実 

子どもの健やかな育ちのために、地域の教育力を活用した

講座の開催や子供会の育成、魅力ある児童センターの運営

などに取り組みます。 

子ども未来課 

親学の充実 
パパママ教室や０～２歳児を持つ親の勉強部屋、ステップ

アップ講座などを開催し、親の学びの機会を増やします。 
子ども未来課 

生活習慣病の予防

と重症化予防に向

けた健康管理の実

践 

健（検）診体制の整備や事後指導、未受診者対策を充実す

るとともに、健康教育、イベント、広報等を通じて、各種健

（検）診の目的・重要性等をさらに積極的に市民へ周知を図

ります。 

健康推進課 
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健康的な生活習慣

の実践 

一生涯健康でいきいきと過ごすために、運動についての意

識を高め、ライフスタイルに適した運動習慣を身につけ、継

続できるよう、運動・身体活動に関する知識の普及啓発を

行います。また、いつでも、どこでも、誰でも、運動する機会

が確保できるよう、地域と連携した環境づくりを進めます。 

健康推進課 

社会生活を営むた

めに必要な機能の

維持向上 

子どもの発達段階に応じた情報の提供と相談体制の充実

を図り、子どものころから健全な生活習慣を身に着けるた

めの取組みを進めます。また、地域で子育てを支援するた

めの人材育成や環境づくりを推進し、子育て家庭の孤立化

や虐待を予防します。 

健康推進課 

（再掲）市民一人ひ

とりの気づきとこ

ころの健康づくり

の推進 

自殺対策について、市民への知識の普及や啓発に努めると

ともに、メンタルヘルス教育やこころの健康づくり講座な

ど、こころの健康づくりを推進します。 

健康推進課 

時代に合った生涯

学習支援体制の確

立 

「市民総合大学」を幅広い分野で開催するとともに、子ども

の豊かな情緒と生きる力を育むため、体験型講座「子ども

大学」を充実します。また、自治体間、さらには市内のNPO

や公共的団体、関係機関や地域との連携や協力関係を深

め、より広範な学習情報を提供し、時代にあった一人ひと

りの学習機会の選択の幅を広げて、より良い生涯学習の支

援体制づくりに生かしていきます。 

文化スポーツ課 

スポーツ環境の整

備 

スポーツ関係団体と連携し、スポーツイベントや講習会の開

催等、スポーツに親しむ環境を整備します。また、スポーツ

団体の活動を支援するとともに、スポーツ活動の推進に向

けて連携を図ります。 

文化スポーツ課 

図書館の充実 

市民の生涯学習を支えるため、多様な資料や情報を収集

し、提供するとともに、図書館の ICT 化を進め、読書環境

を整え、いつでも気軽に情報を得られるよう図書館機能の

充実を図ります。 

文化スポーツ課 

子どもの読書環境

の充実 

子ども読書空間「ブックキャンプ」の活用等を通じて、子ど

もの自主的な読書活動を推進し、子どもの読解力向上につ

なげます。また、市立図書館と学校が連携し、子どもや教師

が学校図書室を効果的に利用できる環境を整えます。 

文化スポーツ課 

文化芸術活動の推

進 

多くの市民が文化芸術活動に参加できるよう文化芸術事

業を展開します。また、文化芸術団体の活動を支援すると

ともに、市民の文化芸術活動の促進に向けて連携を図りま

す。 

文化スポーツ課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 健康への意識を高め、仲間づくりをするために健康づくり教室などに参加しよう。 

⚫ 健康教室や生涯学習講座の情報を周りの人に伝えよう。 
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③地域福祉の担い手の育成・確保を推進します 

市民ボランティアや認知症サポーター、ゲートキーパー、子育てサークルの担い

手など、地域福祉を担う多様な人材の育成・確保を推進します。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

市民・ボランティア

による地域福祉活

動の推進 

地域活動を支援することにより、市民相互の助け合いや

交流の場を広げ、共に支え合う地域社会づくりを推進し

ます。また、地域において障害のある人と関わることに

より、障害に対する社会全体の理解を深めます。 

福祉課 

福祉人材の育成・

確保 

療育に直接携わる保育士や保健師をはじめ、障害のあ

る子どもに関わる機関の職員が専門的な研修を受ける

ことにより、障害への理解を深め、適切な指導・助言を

していくための指導力の向上を図ります。また、障害福

祉に関わる職員などに研修を開催し、資質向上や人材

育成を図ります。 

福祉課 

（再掲）多様な生き

がいづくりへの支

援 

高齢者の多様なニーズに応じた活動の場を提供すると

ともに、より多くの高齢者が積極的に参加できるよう、

機械の充実に努めます。また、団塊の世代が高齢期を迎

えるのを見据え、地域における生活支援サービスの担

い手となることも視野に入れた、ボランティアの養成の

充実に努めます。 

高齢者支援課 

認知症施策の推進 

認知症になってもできる限り住み慣れた環境で自分ら

しく暮らし続けることができるよう、認知症に対する正

しい理解の促進に向けた活動を行うとともに、早期発

見・早期対応につながるよう、高齢者あんしん相談セン

ター（地域包括支援センター）や認知症初期集中支援チ

ームなどと連携し、認知症に対する総合的な支援に努め

ます。 

高齢者支援課 

教育・保育の質の

向上 

保育士について、人材確保と専門性の向上に努めると

ともに、子どもの読解力向上に取り組みます。 
子ども未来課 

地域協働による子

育て支援の充実 

子育てサークルへの支援をするとともに、児童センター

における地域活動クラブ事業、子ども未来園の園庭開

放など、地域活動事業を推進します。 

子ども未来課 

（再掲）児童の健全

育成の充実 

子どもの健やかな育ちのために、地域の教育力を活用

した講座の開催や子供会の育成、魅力ある児童センター

の運営などに取り組みます。 

子ども未来課 

自殺対策に係る人

材の確保、養成、資

質の向上 

ゲートキーパーなどの人材の育成、地域の見守り体制を

強化します。 
健康推進課 

（再掲）健康的な生

活習慣の実践 

一生涯健康でいきいきと過ごすために、運動について

の意識を高め、ライフスタイルに適した運動習慣を身に

つけ、継続できるよう、運動・身体活動に関する知識の

普及啓発を行います。また、いつでも、どこでも、誰で

も、運動する機会が確保できるよう、地域と連携した環

境づくりを進めます。 

健康推進課 
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施策 内容 担当課 

青少年の悩み相談

の充実と支援 

青少年一人ひとりの状況に応じた相談を行うとともに、

支援者のための研修会を実施します。 
文化スポーツ課 

救急・救助体制の

充実 

地域防災力の要となる消防団員の人員確保に努め、地

域の消防・防災リーダーとしての人材養成を図ります。

また、消防庁舎の機能維持や更新、消防資機材の計画

的な整備、更新を進めるとともに、防火水槽や消火栓等

の消防水利の充実を図ります。 

消防署 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 認知症サポーター養成講座など、地域福祉の担い手の育成講座に参加しよう。 

⚫ ボランティア活動団体とのつながりを持ち、連携して活動しよう。 

 

 

 ④ボランティア意識を醸成し、地域福祉活動を支援します 

啓発活動などにより、市民のボランティア意識の醸成に努めます。また、市民や

ボランティアによる地域福祉活動の推進、障害者団体への支援をとおして、地域福

祉活動の活発化を図ります。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

障害者団体への支

援 

市内の各障害者団体に対し、公共施設や福祉バスを貸

出し、活発な団体活動を支援します。また、各障害者団

体に補助金を交付するとともに、各種イベントの実施

を委託することにより、社会参加の推進を図ります。 

福祉課 

（再掲）市民・ボラ

ンティアによる地

域福祉活動の推進 

地域活動を支援することにより、市民相互の助け合い

や交流の場を広げ、共に支え合う地域社会づくりを推

進します。また、地域において障害のある人と関わる

ことにより、障害に対する社会全体の理解を深めま

す。 

福祉課 

市民活動、地域活

動の支援及び協働

の促進 

基礎的コミュニティである地域活動の支援を強化する

と共に、地域の課題解決や価値の創造に向けた取組み

を支援します。 

また、市民活動や地域活動の支援、多様な主体による

協働を促進するため、つながる拠点としての協働プラ

ザ事業を進めていきます。 

地域協働課 

多文化共生の地域

づくり 

多文化共生社会の実現に向け、意識啓発活動や日本

人と外国人の交流機会の創出、推進体制の整備等を

進めます。 

地域協働課 
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施策 内容 担当課 

地域中心の公園管

理 

身近な公園では、日常管理を地域の町内会等に委託

することで、愛着や関心を持ってもらい、地域コミュニ

ティの場として活用されるよう推進します。 

土木管理課 

市民と観光客の共

存・調和の推進 

観光分野に関わる市民が増え、おもてなしの向上や受

入体制が整う中で、観光地としての魅力を高めるとと

もに、市民と観光客の共存・調和を実現します。 

観光課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ いろいろな地域福祉活動に関心を持ち、参加できそうな活動に参加してみよう。 

⚫ 「これならできる」ということを考えてみよう。 
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基本目標Ⅱ「場づくり」では、人と人がつながるきっかけづくりのために、地域で交流

する機会の創出や拠点づくりを支援します。 

アンケート調査では、地域の福祉に関する課題や問題の第２位に「多世代（幅広い世代

の人々）の交流やつきあいが少ない」（28.4％）こと、第６位に「地域の人が気軽に集まれ

る場所が少ない」ことがそれぞれあげられています。 

タウンミーティングでは、「居場所をつくる」ことの必要性が多く聞かれました。新しい

交流のあり方も検討しながら、公共施設の利活用や新たな拠点づくりなどにより交流の場

を整え、地域における交流の機会を増やしていくことが重要な課題です。 

団体ヒアリング調査では、「地域における横のつながりを作るのが難しい」、「犬山はコミ

ュニティが密である点は良いが、外から転入してきた人にとっては、地域とのつながりの

作り方が難しい場合があると感じる」といった意見が聞かれました。地域の横のつながり

のための機会や場をつくることが必要です。 

また、高齢者や障害者、ひきこもりの人など、一人ひとりの状態に合った就業機会の拡

充や社会参加を継続するための多様な機会と場をつくるために、企業や社会福祉法人など

との連携や協働を促進することも重要です。 

 

 

 

＜居住地域における福祉の課題＞（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅱ 
第４章 施策の展開 

場づくり 

現状と課題 

出典）「犬山市地域福祉に関するアンケート調査結果報告書」（令和４（2022）年８月） 

（上位６項目） 
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＜タウンミーティングより＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜団体ヒアリングより＞ 

地域の住民（特に転入者など）が、地域社会との接点を作ることが難しい 

・地域における横のつながりを作るのが難しい 

・子育てを機に犬山に移住してきた家族が、まちを知る機会が少ない。 

・犬山はコミュニティが密である点は良い点だが、外から転入してきた人にとって

は、地域とのつながりの作り方が難しい場合があると感じる。そういう部分を支援

できると良いのではないか。 

 

  

＜私ができること（自助）＞ 

【社会参加の促進】 

・外へ出るきっかけをつくる（本人の好きなこと、得意なこと） 

・子ども（障害のある）とどんどん外を歩く 

・ゴミ拾いなど参加しやすい社会参加へのよびかけ  ・地域の行事に誘う 

【就労支援】 

・働きたいということであれば一緒に仕事を探す 

＜一緒にできること（互助）＞ 

【社会参加の促進】 

・一緒に出かける（買い物・ランチなど） 

・人と出会える場を探す（勉強、趣味）  ・グループ活動に誘う 

【交流】 

・家族の方と交わる、話を聞く場をつくる   ・80 の会、50の会を企画する 

・地域で同じ悩みを抱える人達の集いの場をつくる 

【就労支援】 

 ・関係機関と一緒に仕事について話し合いをする 

【理解・学習】 

・家族の理解を深める勉強会などの開催 

【居場所づくり】 

 ・居場所づくり   ・楽しい空間づくり 

【地域の支援】 

・地域ケア会議を開催してもらう   ・地域の人と考える 
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 ①地域ニーズの把握と地域資源の創出及び活動の継続を促進します 

地域での困りごとや地域で生活する人の福祉ニーズなどに気付き、必要な支援に

つなげることができる意識づくりや必要な情報を提供します。 

また、多様なニーズに応えることができる地域資源の創出や発掘を行うとともに、

地域活動の継続を支援します。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

高齢者の見守り支

援体制の充実 

高齢者がそれぞれの状況に応じて、住み慣れた地域で安

心して暮らし続けられるよう、また、介護者に対する支援

の観点からも、生活支援・見守り体制の充実を図ります。 

高齢者支援課 

在宅生活を支える

体制整備 

ひとり暮らしの高齢者などで、支援が必要になった場合で

も自立した生活ができるよう、高齢者のニーズに応じた多

様なサービス提供に向けた体制の構築を推進します。 

高齢者支援課 

（再掲）市民活動、

地域活動の支援及

び協働の促進 

基礎的コミュニティである地域活動の支援を強化するとと

もに、地域の課題解決や価値の創造に向けた取り組みを

支援します。また、市民活動や地域活動の支援、多様な主

体による協働を促進するため、つながる拠点としての協働

プラザ事業を進めていきます。 

地域協働課 

空き家の適切な管

理 

空き家バンクの啓発や住宅相談等を行い、空き家の利活

用を促します。また、空き家の適正な管理を所有者に促し、

地域の安全・安心の確保や生活環境の保全を図ります。 

都市計画課 

公共交通ネットワ

ークの形成 

「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明

らかにし、まちづくりと連携した公共交通ネットワークの構

築を図ります。 

防災交通課 

文化財の保存、活

用の推進 

犬山市文化財保存活用地域計画に基づき、地域ぐるみで

市内の歴史文化資源の調査や保存・活用、継承に取り組

み、地域の魅力向上につなげます。特に、犬山城において

は、門・橋の復元、堀・切岸の整備・公開、天守の防災対策

強化等、価値の顕在化と魅力向上につながる取り組みを

強化します。 

歴史まちづくり

課 

歴史・文化に関す

る自主的活動の支

援 

団体が実施する市内文化財施設での企画展示、情報発信、

関連イベント等の開催を支援し、地域の魅力発信につなげ

ます。また、文化財の保存、調査研究、町並み保存等を進め

るにあたり、関係団体との連携を図るとともに、団体同士

が交流する場を設けます。 

歴史まちづくり

課 

滞在・体験型観光

の充実 

宿泊施設の充実や多様な体験コンテンツを提供すること

で、宿泊者数を増やします。 
観光課 

資源発掘・創造ブ

ランド形成 

すでにある資源を磨き上げるとともに、新たな資源を発

掘・創造することで、犬山観光のブランド力と魅力を高め

ます。 

観光課 

  

基本施策 
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◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 困っている人の支援に関する情報に関心を持とう。 

⚫ 地域の課題の解決に役立つ情報を集め、周りの人に伝えよう。 

⚫ 地域の歴史や文化に関心を持とう。 

 

 

②多世代・多文化交流や障害者の居場所づくりを支援します 

幅広い世代の人々や国籍・文化の異なる人々との交流の機会を増やします。また、

障害者の就労への支援、障害施策の充実により、障害者の居場所づくり、障害児の

発達への支援を行います。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

就労移行支援 

公共職業安定所（ハローワーク）や障害者職業センターアド

の関係機関と連携し、障害者雇用の周知と促進を図りま

す。また、一般就労への訓練として、障害福祉サービスの

就労移行支援事業所の利用促進を図ります。 

福祉課 

働く場の確保と就

労継続支援 

障害のある人に市の実施する業務を委託し、福祉的就労

を支援します。また、一般就労が困難な障害のある人の福

祉的就労の場として、障害福祉サービスの就労継続支援事

業の利用促進を図ります。 

福祉課 

就労定着支援 
障害のある人が就労移行支援などから一般就労に定着で

きるよう支援します。 
福祉課 

（再掲）障害児施策

の充実 

子どもの成長とともに、各々のステージに合わせた療育や

支援の体制構築し関係機関と連携して子どもの発達を支

えるとともに、保護者への支援の充実を図ります。 

子ども未来課 

外国人家庭への支

援の充実 

コミュニティ通訳者の配置や外国語自動翻訳機などの活

用により、日本で安心して子どもを育てられる環境づくり

を進めます。 

子ども未来課 

（再掲）社会生活を

営むために必要な

機能の維持向上 

子どもの発達段階に応じた情報の提供と相談体制の充実

を図り、子どものころから健全な生活習慣を身に着けるた

めの取組みを進めます。また、地域で子育てを支援するた

めの人材育成や環境づくりを推進し、子育て家庭の孤立化

や虐待を予防します。 

健康推進課 

（再掲）多文化共生

の地域づくり 

多文化共生社会の実現に向け、意識啓発活動や日本人と

外国人の交流機会の創出、推進体制の整備等を進めます。 
地域協働課 

各事業を通じた交

流の促進 

様々な教室やイベントの開催や事業の実施を通じて、地域

内外や分野を超えた交流 活動の促進を図ります。 
地域協働課 

個人に応じた環境

整備 

特別支援教育支援員や特別支援教育介助員を配置し、学

校に通うあらゆる子どもが教育を受けられる体制づくりに

努めるとともに、学校とは異なる居場所をつくり、学校に

通うだけではない新しい生き方を認め、社会的自立を支援

します。 

学校教育課 



 

49 

 

施策 内容 担当課 

施設の計画的な維

持管理・更新 
校舎等学校施設の維持管理・更新を計画的に進めます。 学校教育課 

（再掲）文化芸術活

動の推進 

多くの市民が文化芸術活動に参加できるよう文化芸術事

業を展開します。また、文化芸術団体の活動を支援すると

ともに、市民の文化芸術活動の促進に向けて連携を図りま

す。 

文化スポーツ課 

（再掲）地域中心の

公園管理 

身近な公園では、日常管理を地域の町内会等に委託するこ

とで、愛着や関心を持ってもらい、地域コミュニティの場と

して活用されるよう推進します。 

土木管理課 

魅力ある公園づく

り 

官民連携手法等により利活用の可能性を模索し、魅力ある

公園として市民に親しまれる憩いの場の形成を図ります。 
土木管理課 

農業にふれ親しむ

機会の確保 

農業にふれ親しむ機会として、市民農園や子ども大学農業

学部、プランター講座等の充実を図ります。また、講師や講

座参加者たちの交流を促し、生産者ネットワークの構築を

推進します。 

産業課 

新たな交流施設の

整備と買い物等の

利便性の向上 

橋爪・五郎丸地区と国道 41 号沿線において、市民の暮ら

しの豊かさが向上し、来訪者にとっても魅力が高まる場と

なるような新たな交流施設を整備するとともに、その周辺

における民間商業開発の促進や都市計画マスタープランに

おいて「商業集積ライン」としている幹線道路での沿道商業

施設の立地を通じて、市民の買い物等の利便性の向上を

図ります。 

産業課 

都市計画課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 外国人や障害者など、多様な人にわかりやすく伝えることを意識しよう。 

⚫ 地域でいろいろな人が集まる行事に参加しよう。 

⚫ 誰もが気軽に集まれる居場所や機会をつくろう。 

 

 ③参加の機会や働く場を広げ、社会活動を促進します 

高齢者や障害者、女性などの社会参加や就業の機会を拡充します。また、活動拠

点の整備によって地域活動の活性化を促進します。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

専門機関での療

育・教育の実施 

就学前の療育機関である児童発達支援事業所において障

害のある子どもや特別な支援を要する子どもに対し、適切

な指導と発達支援を行います。また、就学後には特別支援

教育の充実を図り、障害を持つ児童・生徒の自立を支援し

ます。 

福祉課 
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施策 内容 担当課 

就業機会の充実 

高齢者が培ってきた知識や技能を活かし、労働力の担い手

として活動できるよう、シルバー人材センターと連携しなが

ら、高齢者の就労に対する理解促進、就業機会の提供、就業

に関する情報提供に努めます。 

高齢者支援課 

地域活動の奨励・

支援 

高齢者のニーズを捉えながら、シニア世代を対象とした講

座やイベントの開催、老人クラブの活性化など、高齢者の知

識や経験を活かした活動を支援します。 

高齢者支援課 

（再掲）家庭・地域

における男女共同

参画の推進 

子育て家庭にとって魅力的なまちにするため、女性の多様

な働き方や就労に向けた情報収集の場や子育てなどの情

報提供の場を整えます。 

子ども未来課 

（再掲）各事業を通

じた交流の促進 

様々な教室やイベントの開催や事業の実施を通じて、地域

内外や分野を超えた交流 活動の促進を図ります。 
地域協働課 

（再掲）ジェンダー

平等の推進 

性別等にかかわらず、誰もが個性と能力を発揮し、活躍で

きる社会を形成するため、男女共同参画社会や LGBTQに

対する理解と必要性に関する意識啓発を実施します。また、

政策・方針決定過程における女性の参画及びワークライフ

バランスの実現を推進し、女性の活躍の場を広げていきま

す。 

地域協働課 

（再掲）市民活動、

地域活動の支援及

び協働の促進 

基礎的コミュニティである地域活動の支援を強化すると共

に、地域の課題解決や価値の創造に向けた取組みを支援し

ます。 

また、市民活動や地域活動の支援、多様な主体による協働

を促進するため、つながる拠点としての協働プラザ事業を

進めていきます。 

地域協働課 

農業者の確保、育

成 

関係団体等と連携し、農業者同士のつながりを拡げなが

ら、後継者や新規就農者の確保・育成を図ります。また、農

福連携等の新しい農業の取り組みを促進します。 

産業課 

農地の活用 

農地のより効率的な利用を促進するため、農地の集積集約

化を推進します。また、耕作放棄地の実態や農業者の意向

を把握し、発生防止に努めます。 

産業課 

創業・起業への支

援 
関係機関と連携し、犬山市内での創業・起業を支援します。 産業課 

製造業の企業立地

促進 

民間事業者と連携し、産業集積誘導エリアの拡大等を踏ま

え、同エリア等へ製造業の企業立地を促進します。 
産業課 

企業誘致等の推進 
県や関係機関と連携し、優良な企業や事業者の誘致に取り

組みます。 
産業課 

中小企業者支援体

制の充実 

関係機関と連携し、中小企業者への相談体制及び支援制度

の充実を図ります。 
産業課 

（再掲）新たな交流

施設の整備と買い

物等の利便性の向

上 

橋爪・五郎丸地区と国道 41号沿線において、市民の暮らし

の豊かさが向上し、来訪者にとっても魅力が高まる場とな

るような新たな交流施設を整備するとともに、その周辺に

おける民間商業開発の促進や都市計画マスタープランにお

いて「商業集積ライン」としている幹線道路での沿道商業施

設の立地を通じて、市民の買い物等の利便性の向上を図り

ます。 

産業課 

都市計画課 
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施策 内容 担当課 

マッチング機会の

提供 

関係機関や企業、近隣市町と連携し、企業と就職を希望す

る人とのマッチングを支援します。 
産業課 

域内循環型の観光

産業確立 

宿泊・飲食・購入・体験等に、市域内の様々な事業者が関わ

り、利益を上げる仕組みを構築し、観光産業の域内循環を

進めます。 

観光課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 多様な働き方があることを学ぼう。  

⚫ 高齢者や障害者などが働きやすい環境について考えてみよう。 

⚫ 地域で活動をしている人は他の団体とつながってみよう。 

 

 ④社会福祉法人や企業、教育機関などの地域貢献を促進します 

企業や社会福祉法人、ＮＰＯ、学校などによる地域貢献活動の取組を促進します。

また、ワーク・ライフ・バランスの推進により、企業における地域貢献や企業で働

く人の地域への参加を促進します。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進 

企業への育児期間における就業環境整備を働きかけると

ともに、男女がともに家事・育児に積極的にかかわることの

できる環境整備に努めます。 
子ども未来課 

市民の健康を支

え、守る環境づくり 

運動施設や運動場などを持つ企業と連携し、運動ができる

場所を増やしたり、地域ぐるみで健康を支え、守るための環

境整備を支援します。 

健康推進課 

（再掲）時代に合っ

た生涯学習支援体

制の確立 

「市民総合大学」を幅広い分野で開催するとともに、子ども

の豊かな情緒と生きる力を育むため、体験型講座「子ども

大学」を充実します。また、自治体間、さらには市内の NPO

や公共的団体、関係機関や地域との連携や協力関係を深

め、より広範な学習情報を提供し、時代にあった一人ひとり

の学習機会の選択の幅を広げて、より良い生涯学習の支援

体制づくりに生かしていきます。 

文化スポーツ

課 

（再掲）市民活動、

地域活動の支援及

び協働の促進 

基礎的コミュニティである地域活動の支援を強化すると共

に、地域の課題解決や価値の創造に向けた取組みを支援し

ます。 

また、市民活動や地域活動の支援、多様な主体による協働

を促進するため、つながる拠点としての協働プラザ事業を

進めていきます。 

地域協働課 

市内企業、事業者

の流出防止 

市内で操業する企業、事業者により設備投資の支援などを

通じて、企業、事業者の市外流出の防止を図ります。 
産業課 
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施策 内容 担当課 

（再掲）農業者の確

保、育成 

関係団体等と連携し、農業者同士のつながりを拡げなが

ら、後継者や新規就農者の確保・育成を図ります。また、農

福連携等の新しい農業の取り組みを促進します。 

産業課 

（再掲）創業・起業

への支援 
関係機関と連携し、犬山市内での創業・起業を支援します。 産業課 

（再掲）マッチング

機会の提供 

関係機関や企業、近隣市町と連携し、企業と就職を希望す

る人とのマッチングを支援します。 
産業課 

（再掲）製造業の企

業立地促進 

民間事業者と連携し、産業集積誘導エリアの拡大等を踏ま

え、同エリア等へ製造業の企業立地を促進します。 
産業課 

（再掲）企業誘致等

の推進 

県や関係機関と連携し、優良な企業や事業者の誘致に取り

組みます。 
産業課 

（再掲）中小企業者

支援体制の充実 

関係機関と連携し、中小企業者への相談体制及び支援制度

の充実を図ります。 
産業課 

（再掲）新たな交流

施設の整備と買い

物等の利便性の向

上 

橋爪・五郎丸地区と国道41号沿線において、市民の暮らし

の豊かさが向上し、来訪者にとっても魅力が高まる場とな

るような新たな交流施設を整備するとともに、その周辺に

おける民間商業開発の促進や都市計画マスタープランにお

いて「商業集積ライン」としている幹線道路での沿道商業施

設の立地を通じて、市民の買い物等の利便性の向上を図り

ます。 

産業課 

都市計画課 

 

（再掲）公共交通ネ

ットワークの形成 

「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明ら

かにし、まちづくりと連携した公共交通ネットワークの構築

を図ります。 

防災交通課 

（再掲）空き家の適

切な管理 

空き家バンクの啓発や住宅相談等を行い、空き家の利活用

を促します。また、空き家の適正な管理を所有者に促し、地

域の安全・安心の確保や生活環境の保全を図ります。 

都市計画課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 企業や法人などの地域貢献活動に関心を持とう。 

⚫ 地域のサロンやイベントなどに参加してみよう。 

⚫ 個人ではできなくても団体や企業と一緒ならできることがないか考えてみよう。 

⚫ 自分が所属する団体が得意なことをアピールしてみよう。 
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基本目標Ⅲ「しくみづくり」では、暮らしの環境整備や各分野の福祉サービスの充実と

あわせて、必要な人に必要な支援をつなぐために、権利擁護の体制を整えます。 

アンケート調査では、地域福祉の推進のために必要なことの第１位に「緊急時や災害時

に身近な地域で助け合う体制づくり」（45.9％）があげられています。また、災害時の避難

に誰かの手助けを必要とする人は全体の 13.9％を占め、そのうち、手助けしてくれる人が

いない人が 21.2％を占めています。災害等の緊急時にも安心な地域を実現するため、地域

で助け合う体制などを整えることが重要な課題です。 

地域福祉の推進については、上記の他、「高齢者や障害のある人の地域での在宅生活を支

援するサービスの充実」が 33.5％、「住民が共に支え合う仕組みづくりへの支援」が 25.9％、

「保健や福祉に関する情報提供の充実」が 25.1％を占めました。また、福祉サービスの情

報源として、全体では市の広報が最も多くあげられていますが、20歳代では家族やインタ

ーネット、70歳代以上では新聞・テレビや民生委員の割合が高くなっています。世代別に

効率の良い情報提供手段を考慮しながら、福祉サービス等の充実、共に支え合うしくみづ

くり、情報提供の充実などにより、必要なサービスを適切に利用できる環境を実現するこ

とが求められています。 

また、本市を「障害のある人が暮らしやすいまち」と考える人は 21.5％で、50歳代では

14.8％など、40～60歳代での割合が低くなっています。団体ヒアリング調査では、「障害者

への偏見などが見受けられることがあるので、啓発などが必要」、「児童虐待の潜在的な危

険要素をはらんでいる家庭への虐待防止につながる支援が必要」といった意見が聞かれま

した。障害のある人や児童などのための権利擁護の体制を整えることが必要です。 

タウンミーティングでは、「ＳＮＳを活用した情報提供のあり方」や「地域福祉について

学ぶ場に参加することなどで知識をつけ、色めがねでみない」などの意見が出ました。ま

た、「課題を正確に把握するためには実態調査が必要」という意見もあり、情報の送受信の

仕方や課題把握の方法についても検討が必要です。 

成年後見制度の利用については、制度を「利用したい人」は 20.7％、「利用したくない

人」は 22.8％、「わからない」と答えた人が 54.6％でした。制度を利用したくない理由と

しては、「家族で対応できるから」が 70.8％と最も多く、その他「誰が後見人になるかわか

らないから」、「制度についてよく知らないから」など、制度への理解不足や不安があるも

のと考えられます。成年後見制度を正しく理解し、制度が必要な人の意見を尊重した上で

適切な利用を促進することが大切です。 

 

Ⅲ 
第４章 施策の展開 

しくみづくり 

現状と課題 
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（％）
件数=948

緊急時や災害時に身近な地域で助け
合う体制づくり

高齢者や障害のある方の地域での在
宅生活を支援するサービスの充実

住民が共に支え合う仕組みづくりへの
支援

保健や福祉に関する情報提供の充実

住民が誰でも気軽に集える交流の場
づくり

住民が誰でも気軽に利用できる福祉
活動の拠点の整備

45.9 

33.5 

25.9 

25.1 

24.9 

22.8 

0 20 40 60

〔凡例〕

（％）

件数

94813.9 65.1 18.9 
2.1 

手助けが

必要である

手助けは

必要ない
わからない 無回答

〔凡例〕

（％）

件数

13259.1 21.2 18.2 
1.5 

いる いない わからない 無回答

（％）
件数=948

市の広報・市のパンフレット

家族・親戚

友人・知人

インターネット

新聞・雑誌

隣近所の人

テレビ・ラジオ

民生委員・児童委員

病院・診療所

市の相談窓口

学校・職場

社会福祉協議会

ボランティア・ＮＰＯ

その他

無回答

64.0 

26.9 

26.7 

24.1 

15.9 

11.4 

11.3 

10.0 

8.3 

6.0 

6.0 

2.6 

1.1 

2.7 

2.2 

0 20 40 60 80
（％）

件数 20歳代=61

市の広報・市のパンフレット

家族・親戚

友人・知人

インターネット

新聞・雑誌

隣近所の人

テレビ・ラジオ

民生委員・児童委員

病院・診療所

市の相談窓口

学校・職場

社会福祉協議会

ボランティア・ＮＰＯ

その他

無回答

23.0 

50.8 

21.3 

45.9 

8.2 

1.6 

3.3 

3.3 

3.3 

13.1 

6.6 

0 20 40 60 80 100

（％）
件数 70歳代=219

市の広報・市のパンフレット

家族・親戚

友人・知人

インターネット

新聞・雑誌

隣近所の人

テレビ・ラジオ

民生委員・児童委員

病院・診療所

市の相談窓口

学校・職場

社会福祉協議会

ボランティア・ＮＰＯ

その他

無回答

72.1 

22.8 

34.2 

8.7 

24.2 

16.4 

17.8 

14.6 

6.4 

7.3 

4.1 

0.9 

0.9 

2.3 

0 20 40 60 80 100
（％）

件数 80歳以上=132

市の広報・市のパンフレット

家族・親戚

友人・知人

インターネット

新聞・雑誌

隣近所の人

テレビ・ラジオ

民生委員・児童委員

病院・診療所

市の相談窓口

学校・職場

社会福祉協議会

ボランティア・ＮＰＯ

その他

無回答

53.0 

27.3 

22.0 

6.8 

24.2 

15.9 

22.7 

30.3 

11.4 

4.5 

3.0 

1.5 

3.0 

7.6 

0 20 40 60 80 100

＜地域福祉の推進のために必要なこと＞     ＜災害時の避難における手助けの必要性＞ 

 

 

 

 

                         ＜手助けしてくれる人の有無＞ 

 

 

 

 

＜福祉サービスの情報源（年代別（20歳代・70歳代・80歳以上））＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（上位６項目） 

出典）「犬山市地域福祉に関するアンケート
調査結果報告書」（令和４（2022）年８月） 
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〔凡例〕

（％）

件数

94820.7 22.8 54.6 
1.9 

利用したい 利用したくない わからない 無回答

（％）
件数=216

制度を利用しなくても家族で対

応できるから

誰が後見人になるかわからない

から

制度についてよく知らないから

申請手続きが大変そうだから

利用にかかる費用が心配だか

ら

その他

無回答

70.8 

29.2 

15.3 

13.4 

12.0 

5.6 

0.9 

0 20 40 60 80

＜成年後見制度の利用意向＞       ＜成年後見制度を利用したくない理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜タウンミーティングより＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜団体ヒアリングより＞ 

福祉に関する意識啓発が必要 

・障害者への偏見などが見受けられることがあるので、啓発などが必要。 

・障害者（児）を知ってもらい、交流することが大切なので、そうした機会を拡充す

る必要がある。 

・福祉サービスを知ってもらうことも大切だと思う。 

・施設と地域との接点がない。 

・養護老人ホーム利用者には生活困窮者もいるため、地域の人に偏見を持たれないよ

う啓発することが重要。 

  

出典）「犬山市地域福祉に関するアンケート調査結果報告書」（令和４（2022）年８月） 

＜私ができること（自助）＞ 

【地域との関わり】 

・地域の井戸端会議にも時には顔を出す  ・地域の方々と関わる時間を持つ 

【課題整理】 

・困っていることの課題整理をする 

・本人にとって何が支障となっているかを共に分析する 

【つながるしくみ】 

・ＳＮＳでつながる 

＜一緒にできること（互助）＞ 

【情報】 

・周囲の人達と情報共有する   ・定期的な情報共有をしてもらう 

・回覧板などを回して社会資源を発信する  ・偏見を持って見ない 

【つながるしくみ】 

・いつでも話ができる場を提供する（ツイッターなど） 

【民生委員との協働】 

 ・民生委員と一緒に訪問する  ・本人へ近隣の関係者（民生委員・行政）から声かけ 
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 ①安心で安全に暮らせるまちづくりを推進します 

生活支援サービス、災害時の避難支援、地域での見守り、公共空間のバリアフリ

ー化、子育て環境の整備など、安心で安全に暮らすための様々な支援の取組を推進

します。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

バリアフリー化の

推進 

障害のある人や高齢者を含め、すべての人が安全に安心して

生活し、社会参加できるよう、道路などの維持管理やバリアフ

リー化を進めます。また、誰もが快適に利用でき、親しめる環

境整備するため、公共交通機関や公園、広場の整備、公共施

設のバリアフリー化を推進します。さらに、観光公衆トイレな

どについても、誰もが利用しやすいようユニバーサルデザイン

に配慮して整備します。 

福祉課 

防犯・交通安全対

策 

防犯活動に自主的に取り組む団体などを支援し、地域のなか

で障害のある人を見守る体制づくりを進めていきます。また、

障害特性などに配慮した交通安全対策を推進します。 

福祉課 

防災対策・災害時

支援 

災害時に被害を最小限に抑え、障害のある人が安全に避難で

きるよう、防災訓練の実施や地域での支援体制づくりを進め

ます。また、高齢者や障害のある人などの避難行動要支援者

のために特別な配慮がなされた福祉避難所の環境整備を進

めます。 

福祉課 

生活支援福祉施

策 

ひとり暮らし高齢者などが住み慣れた地域での生活を継続す

るための支援を行います。 
高齢者支援課 

安心して子育て

できる環境整備 

公園施設の適正な管理や多子・多胎児への支援事業を展開

し、子育て環境の整備を推進します。 
子ども未来課 

関係機関の連携

による社会全体

の自殺リスクの低

下 

居場所づくりを促進することで、ＳＯＳを発信している人の存

在に気づき、声掛けや見守りなどつながりがある地域の形成

に努めます。また、精神科医療、保健、福祉などの諸施策の連

動性を向上させるとともに、生活困窮者への自立支援を行う

ことで、自殺リスクの軽減に努めます 

健康推進課 

（再掲）社会生活

を営むために必

要な機能の維持

向上 

子どもの発達段階に応じた情報の提供と相談体制の充実を

図り、子どものころから健全な生活習慣を身に着けるための

取組みを進めます。また、地域で子育てを支援するための人

材育成や環境づくりを推進し、子育て家庭の孤立化や虐待を

予防します。 

健康推進課 

（再掲）健康的な

生活習慣の実践 

一生涯健康でいきいきと過ごすために、運動についての意識

を高め、ライフスタイルに適した運動習慣を身につけ、継続で

きるよう、運動・身体活動に関する知識の普及啓発を行いま

す。また、いつでも、どこでも、誰でも、運動する機会が確保で

きるよう、地域と連携した環境づくりを進めます。 

健康推進課 

  

基本施策 
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施策 内容 担当課 

（再掲）市民の健

康を支え、守る環

境づくり 

運動施設や運動場などを持つ企業と連携し、運動ができる場

所を増やし、地域ぐるみで健康を支え、守るための環境整備

を支援します。 

健康推進課 

こころの健康を支

援する環境の整

備 

こころの健康関係の各種相談体制の充実に努めます。 健康推進課 

（再掲）個人に応

じた環境整備 

特別支援教育支援員や特別支援教育介助員を配置し、学校に

通うあらゆる子どもが教育を受けられる体制づくりに努める

とともに、学校とは異なる居場所をつくり、学校に通うだけで

はない新しい生き方を認め、社会的自立を支援します。 

学校教育課 

児童の登下校時

の安全確保 

通学路の危険箇所について、交通指導員の配置や啓発看板を設

置し、安全対策を図ります。また、通学路に関するPTA要望や合

同点検による懸案箇所について、通学路交通安全プログラムに

基づく整備を進めます。 

学校教育課 

土木管理課 

防災交通課 

消費者の保護・育

成 

消費者がトラブルに巻き込まれないような、啓発活動や講座

を開催するとともに、消費者トラブル等に巻き込まれたとき

のための相談体制を整えます。 

産業課 

土地改良施設改

修 

土地改良施設（用排水路やため池等）の改修を進めます。ま

た、施設の維持管理に対する地元要望を把握し、地域と協議

しながら用水施設の機能確保に努めます。 

整備課 

土木管理課 

景観・インフラの

整備 

犬山城下町、木曽川河畔、栗栖地区をはじめとして、それぞれ

のエリアの価値を複合的に高めることができるよう、空間の

整備を進めます。 

観光課 

水道施設の更新、

適切な維持管理 

現行の料金体系を維持しつつ、水道施設について、計画的に

更新と耐震化を行うとともに、適切な維持管理を進めます。

また、管路漏水調査を計画的に行い、漏水箇所の修繕により

有収率の向上を図ります。 

水道課 

安全で便利な道

路網の形成 

都市計画道路の整備や幅員の狭い道路の拡幅整備を計画的

に進めます。また、都市計画道路の長期未整備区間について

は、その必要性、実現性等を考慮した機能変更等の見直しを

検討します。 

整備課 

雨水排水路整備 
雨水排水路の整備を計画的に進め、浸水被害の防止、軽減を

図ります。 
整備課 

土石流・急傾斜地

対策等の推進 

土砂災害警戒区域等に指定された区域のうち、人家や要支援

者施設がある危険度が高い箇所への対策が早期に実現でき

るよう国、県へ要望するとともに、事業実施の際には、関係機

関と連携し事業を推進します。 

整備課 

道路の適切な維

持管理 

幹線道路や主要な生活道路について、舗装改修計画により、

良好な道路環境の構築を目指します。また、土木常設員制度

等により、道路施設における地元要望を把握し、道路パトロー

ルや緊急通報と合わせて適切な道路環境を提供するととも

に、街路灯の設置について現状を把握し整備を検討します。 

土木管理課 
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施策 内容 担当課 

下水道等の整備

推進、適切な維持

管理 

都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質

保全を図るため、計画的に下水道整備や老朽化した管きょの

更生・更新を進めていきますが、一方で、市街化区域及び前原

台団地以外の計画区域については整備のあり方を検討しま

す。下水道整備を行った区域における下水道未接続世帯等に

対して接続依頼を行い、効率的な事業運営を図ります。 

下水道の「事業計画区域」又は「供用開始区域」以外では、単

独浄化槽から合併浄化槽への転換を促します。 

下水道課 

環境課 

生活環境の保全 

生活環境につながる環境数値の測定や監視を継続します。ま

た、事業者には公害防止のための法令等の遵守と周辺環境へ

の配慮を求めていきます。測定結果が法令等の基準を超える

測定値が観測された場合等、環境悪化につながる発生原因が

特定 された場合は、法令等に基づき国や県と連携した適切

な指導や対応を行います。 

環境課 

消防体制の強化・

充実 

地域防災力の要となる消防団員の人員確保に努め、地域の消

防・防災リーダーとしての人材育成を図ります。また、消防庁

舎の機能維持や更新、消防資機材の計画的な整備、更新を進

めるとともに、防火水槽や消火栓等の消防水利の充実を図り

ます。 

消防総務課 

建築物の耐震化

の促進 

耐震化の必要性を理解してもらうための普及啓発を図るとと

もに、建築物の耐震化に係る支援を進めます。 
都市計画課 

公共交通を利用

しやすい環境整

備 

公共交通機関や自転車等の利用促進と利便性の向上を図る

ため、鉄道駅周辺における駐車場、停車スペースや自転車等

駐車場の維持・確保を図ります。 

防災交通課 

防災体制の充実 

関係機関との連携体制を強化することに加え、各種訓練の定

期的な実施や災害時に必要な防災備蓄品を適切に確保する

ことで、災害時の対応力向上を図ります。また、災害の情報を

いち早く伝えるための情報発信体制の整備も図ります。 

防災交通課 

地域防災力の向

上 

出前講座や人材育成講座の実施により、防災に係る人材の育

成を進めるとともに、地域の防災組織の強化を図ります。ま

た、防災訓練の開催や広報・SNS 等により防災情報や危険箇

所を発信することで、市民の防災意識を高めます。 

防災交通課 

防犯活動の推進 

地域における自主防犯パトロール等の防犯活動を支援すると

ともに、市民、行政、警察、学校、事業所が一体となって防犯

活動を行います。 

防災交通課 

防犯環境の充実 

防犯カメラの計画的な設置等の防犯環境の整備を進めると

ともに、市民等による防犯対策を支援し、防犯環境の充実を

図ります。 

防災交通課 

交通安全運動の

推進 

警察や事業所、町内会等と連携して、官民一斉大監視等、交

通安全運動を展開し、啓発に努めます。 
防災交通課 

交通安全環境の

充実 

カーブミラー等の交通安全施設を効果的に整備するととも

に、必要に応じて信号機等の設置を警察に要請します。また、

市民等による交通安全対策を支援し、交通安全環境の充実を

図ります。 

防災交通課 

住宅防火対策の

推進 

住宅用火災警報器の設置や適切な維持管理の促進のほか、

住宅防火推進町内の指定や高齢者住宅防火訪問等、防火意

識の高揚を図ります。 

予防課 
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施策 内容 担当課 

（再掲）救急・救助

体制の充実 

地域防災力の要となる消防団員の人員確保に努め、地域の消

防・防災リーダーとしての人材養成を図ります。また、消防庁

舎の機能維持や更新、消防資機材の計画的な整備、更新を進

めるとともに、防火水槽や消火栓等の消防水利の充実を図り

ます。 

消防署 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 日頃から防災や防犯に関する情報を収集し、備えや対策をしよう。 

⚫ 身の回りに防災や防犯の支援が必要な人がいれば、気にかけて見守ろう。 

⚫ 避難行動要支援者支援制度について知り、助け合いの気持ちを高めよう。 

 

 

②福祉サービスの充実と適切な利用を推進します 

高齢者、障害者、子ども、遺族などに対する福祉サービスの充実を図り、サービ

スの適切な利用を推進します。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

障害に対する適切

な医療の実施 

障害のある人が適切な医療を継続的に受けることができる

ように、医療費助成を実施するとともに、国に補助制度の創

設を要望します。 

福祉課 

一貫した教育支援 
乳幼児期から学齢期、就職まで一貫した適切な支援ができ

るように、相談支援体制を構築します。 
福祉課 

情報提供の推進 

行政機関が実施する施策について、市ホームページなどで、

アクセシビリティの向上に努め、障害のある人に配慮した情

報提供をします。 

福祉課 

意思疎通支援 

意思疎通に支援を必要とする障害のある人に、必要に応じ

支援を実施します。また、手話通訳者、要約筆記者などの養

成を推進するとともに、通訳者などを派遣します。 

福祉課 

ニーズに合った福

祉サービスの提供 

地域において、障害のある人が自立した日常生活や社会生

活を営むことができるよう、一人ひとりのニーズに合ったき

め細かい支援とライフステージに応じて切れ目のない支援

を提供します。また、障害のある女性や子供、高齢者などの

複合的に困難な状況に置かれた障害のある人に配慮したき

め細かい配慮に努めていきます。 

福祉課 

経済的支援 

経済的自立と生活の安定を図るため、障害の程度に応じ障

害者扶助料などの手当を支給するとともに、税金や保育料

などを負担軽減します。 

福祉課 
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施策 内容 担当課 

福祉施設施策 
養護老人ホームへの入所措置や有料老人ホーム等の状況把

握、質の確保に努めます。 
高齢者支援課 

在宅介護支援福祉

施策 

介護者が在宅で安心して介護ができるよう、身体的・精神

的・経済的な負担の軽減に向けた様々な支援を推進します。 
高齢者支援課 

居宅サービス 

介護保険の居宅サービスなど在宅介護に重点をおいたサー

ビス提供体制の充実を図ります。なお、介護保険の各サービ

スについては、利用者のニーズ等に基づき、量的な整備目標

を設定し、利用見込みに応じた提供量とその安定的な供給

体制の確保・充実に引き続き取り組みます。 

高齢者支援課 

施設サービス 

施設サービスは、自宅で生活することが困難となった場合

に、介護保険施設に入所して介護を受けるもので、利用者本

人やその家族の負担の軽減を図ります。 

高齢者支援課 

地域密着型サービ

ス 

地域包括ケアシステムの構築を踏まえ、認知症高齢者や医

療と介護の両方が必要な中重度の要介護者等のニーズに対

応できるよう、在宅生活を支援する地域密着型サービスの

提供体制の充実に努めます。 

高齢者支援課 

介護保険制度の持

続可能な運営体制

の強化 

介護保険事業を円滑に運営するため、制度の持続可能性を

確保するとともに、制度の周知と啓発に努めながら、適切な

サービスの提供及び更なる質の向上を図り、介護が必要な

方が安心して利用できる環境の整備に努めます。 

高齢者支援課 

（再掲）認知症施策

の推進 

認知症になってもできる限り住み慣れた環境で自分らしく

暮らし続けることができるよう、認知症に対する正しい理解

の促進に向けた活動を行うとともに、早期発見・早期対応に

つながるよう、高齢者あんしん相談センター（地域包括支援

センター）や認知症初期集中支援チームなどと連携し、認知

症に対する総合的な支援に努めます。 

高齢者支援課 

教育・保育事業の

推進 

保護者のニーズに応じ、幼稚園や保育園の確保と事業の充

実に努めます。 
子ども未来課 

教育・保育の一体

的提供 

認定こども園化の推進や子ども未来センター事業を推進し、

未就学児の窓口の一本化を進めます。 
子ども未来課 

その他保育の充実 
休日保育や障害児への保育支援、育児休業中の入園児童を

拡大するなど、幅広い保育サービスの提供を目指します。 
子ども未来課 

教育・保育施設の

整備 
保育機能を集約し、教育・保育施設の整備を推進します。 子ども未来課 

地域子ども・子育

て支援事業の推進 

妊婦の健康診査や乳児家庭への全戸訪問を実施するととも

に、延長保育や一時預かりファミリーサポートセンター事業、

子育て短期支援事業、放課後児童クラブ、病後児保育など

を充実させ、子育てを支援します。 

子ども未来課 

遺された人への支

援の充実 
遺族のケアのため、相談機関の紹介や周知に努めます。 健康推進課 

（再掲）青少年の悩

み相談の充実と支

援 

青少年一人ひとりの状況に応じた相談を行うとともに、支

援者のための研修会を実施します。 

文化スポーツ

課 
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◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 本市が発信する福祉サービスに関する情報に関心を持とう。 

⚫ 福祉サービスの情報を周りの人に伝えよう。 

 

 

 ③権利擁護の体制を整えて尊厳を守ります 

高齢者、障害者、児童などに対する虐待の防止や差別の解消のため、権利擁護の

体制を整備し、個人の尊厳を守ります。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

権利擁護の推進 

障害のある人に対する虐待や差別の防止に向けて、サービ

ス提供事業者や相談支援事業者など関係機関と連携を図る

とともに、成年後見制度などを活用し、障害のある人が適切

に個人の財産を管理できるように支援します。 

福祉課 

高齢者の権利擁護

の推進 

すべての高齢者が、個人の意思を尊重された暮らしができ

るよう、権利擁護の取り組みを推進します。また、成年後見

制度などの周知を図るとともに、活用するにあたっての支

援の充実に努めます。 

高齢者支援課 

要保護児童対策の

充実 

子ども家庭総合拠点や家庭児童相談室など、相談体制の充

実を図り、支援を必要とする児童や家庭、妊婦までを対象と

した虐待の未然防止に努めます。 

子ども未来課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 高齢者、障害者、児童などに対する「虐待」の定義について調べよう。 

⚫ 身の回りで虐待があると感じた場合は、相談窓口に通報・相談しよう。 
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 ④成年後見制度の利用を促進します 

成年後見制度を周知して正しい理解を普及し、必要に応じた適切な利用を促進し

ます。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

（再掲）権利擁護の

推進 

障害のある人に対する虐待や差別の防止に向けて、サービ

ス提供事業者や相談支援事業者など関係機関と連携を図る

とともに、成年後見制度などを活用し、障害のある人が適切

に個人の財産を管理できるように支援します。 

福祉課 

（再掲）高齢者の権

利擁護の推進 

すべての高齢者が、個人の意思を尊重された暮らしができ

るよう、権利擁護の取り組みを推進します。また、成年後見

制度などの周知を図るとともに、活用するにあたっての支

援の充実に努めます。 

高齢者支援課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 家族と成年後見制度について話し合う機会を持とう。 

⚫ 身の回りに制度が必要と思われる人がいたら、相談窓口につなげよう。 
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〔凡例〕

（％）
件数

１）高齢者あんしん相談センター
　　（地域包括支援センター）

948

２）犬山市障害者基幹相談支援センター 948

３）犬山市子育て世代包括支援センター 948

４）犬山市青少年センター 948

５）くらし自立サポートセンター 948

６）家庭児童相談室 948

７）子ども家庭総合支援拠点 948

相談した

ことがある

名前は知っているが、

相談したことはない
知らない 無回答

9.9 

2.4 

1.3 

0.2 

0.4 

0.8 

0.3 

43.5 

29.3 

36.3 

37.4 

20.6 

33.5 

18.9 

43.8 

60.3 

53.8 

53.7 

70.6 

56.4 

71.7 

2.8 

7.9 

8.6 

8.6 

8.4 

9.2 

9.1 

 

 

 

 

 

 

  

 

基本目標Ⅳ「つながりづくり」では、複雑化・複合化する地域の生活課題に対応するた

め、包括的な支援体制を整備し、地域共生社会の実現を目指します。 

アンケート調査による市内の相談窓口の認知度をみると、「高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）」は 53.4％であるものの、その他の窓口は 40％未満となってい

ます。また、どの相談窓口も 60歳代以下では年齢が若いほど認知度が低く、利用の中心と

なる世代に十分周知されていない状況がうかがえます。各相談窓口を実際に利用したこと

がある人も、「高齢者あんしん相談センター」で 9.9％、その他の窓口では３％未満と低い

状況です。団体ヒアリング調査でも「相談することへの意識が低く、切羽詰まってからの

相談が多い」、「相談窓口が周知されていない。相談窓口の敷居を低くして利用しやすくす

る努力が必要」、「相談窓口まで来られない人への支援が課題」といった意見が聞かれまし

た。 

タウンミーティングでも、「専門の窓口に相談する」という意見や「専門機関同士の連携

が必要」といった意見が出ました。日常生活の中で悩みや不安を抱える全ての市民が相談

や支援を受けられるよう、分かりやすく利用しやすい相談窓口を整備するとともに、相談

窓口を含む専門機関の連携体制を構築する必要があります。 

また、アンケート調査において地域にしてほしい日常生活支援は「災害時の手助け」

（65.2％）、地域にしてあげられる日常生活支援は「安否確認の声かけ・見守り」（67.6％）

となっています。災害時の手助けと安否確認の必要性が強く認識されており、誰もが安心

できる支援体制を整えることが重要な課題です。 

 

＜市内の相談窓口の認知度＞          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅳ 
第４章 施策の展開 

つながりづくり 

現状と課題 

出典）「犬山市地域福祉に関するアンケート
調査結果報告書」（令和４（2022）年８月） 
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（％）
件数=948

災害時の手助け

安否確認の声かけ・見守り

話し相手

買い物の手助け

庭の手入れや清掃

外出の手伝い（通院など）

65.2 

47.6 

11.9 

6.4 

6.4 

5.6 

0 20 40 60 80
（％）

件数=948

安否確認の声かけ・見守り

災害時の手助け

話し相手

買い物の手助け

ごみ出し

外出の手伝い（通院など）

67.6 

63.2 

32.3 

18.7 

15.1 

11.4 

0 20 40 60 80

（％）

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
80歳

以上

件数 948 12 61 78 151 149 143 219 132

１）高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）
53.4 16.7 16.4 30.8 38.4 48.3 60.2 70.8 75.0

２）犬山市障害者基幹相談支援センター 31.7 25.0 9.8 23.1 19.8 36.2 32.2 41.1 40.2

３）犬山市子育て世代包括支援センター 37.6 41.7 29.5 52.5 40.3 42.3 38.5 34.2 28.8

４）犬山市青少年センター 37.6 58.3 29.5 32.1 33.2 39.6 46.9 39.7 33.4

５）くらし自立サポートセンター 21.0 8.3 8.2 14.1 15.2 24.2 25.2 25.2 24.2

６）家庭児童相談室 34.3 41.7 18.0 42.3 33.8 42.9 37.8 31.1 30.3

７）子ども家庭総合支援拠点 19.2 16.7 9.8 15.4 19.2 19.5 23.1 19.6 21.3

＜市内の相談窓口の認知度（年代別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域にしてほしい日常生活支援＞    ＜地域にしてあげられる日常生活支援＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜タウンミーティングより＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（上位６項目） （上位６項目） 

出典）「犬山市地域福祉に関するアンケート調査結果報告書」（令和４（2022）年８月） 

＜私ができること（自助）＞ 

【連絡・連携】 

・こまめに連絡をとる 

・当事者の近所の人から様子を聞く 

・当事者の親から相談があれば専門機関へつなぐ 

＜一緒にできること（互助）＞ 

【相談支援】 

・医療機関と将来についての話を一緒に聞く 

・専門の職種に相談する 

・相談できるところを探す 

【アウトリーチ等の支援】 

・訪問支援   ・本人へのアプローチ 

【連絡・連携】 

 ・治療・専門家につなげる   ・支援してくれる人につなぐ 

 ・ネットワークを広げる 

・行政とつながる 
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＜団体ヒアリングより＞ 

相談窓口が利用しにくい・周知されていない・うまく使われていない 

・相談することへの意識が低く、切羽詰まってからの相談が多い。 

・相談窓口が周知されていない。また、相談窓口の敷居を低くして利用しやすくする

努力が必要。 

・行政は敷居が高く、相談しにくいという声を聞く。 

・青少年センターの周知が不足していると思う。 

・相談に来る人は行動できている人なので、来られない人への支援も重要。連絡をい

ただければ相談員が出向くことも可能。 

・相談窓口まで来られない人への支援が課題。 

・相談できる窓口がわかりにくい。 

・困難を抱えていても、自らの意思で相談に来ることが難しい方、問題に気づかない

方への支援をどうするかが課題。 
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 ①世代や属性を超えた包括的な相談支援体制を整えます 

高齢者世帯、子育て家庭、ひとり親家庭、生活困窮者などが抱える複合化・複雑

化した悩みや不安に対し、世代や属性を問わずに対応できる包括的な相談支援体制

を整えます。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

相談支援体制の推

進 

各相談窓口が連携し、継続した計画的な支援を実施する

ため、関係機関が連携した相談支援体制を推進します。ま

た、障害のある人自身のニーズや適性に合った支援を実

施するため、各相談の活用を図ります。 

福祉課 

（再掲）高齢者の見

守り支援体制の充

実 

高齢者がそれぞれの状況に応じて、住み慣れた地域で安

心して暮らし続けられるよう、また、介護者に対する支援

の観点からも、生活支援・見守り体制の充実を図ります。 

高齢者支援課 

（再掲）要保護児童

対策の充実 

子ども家庭総合拠点や家庭児童相談室など、相談体制の

充実を図り、支援を必要とする児童や家庭、妊婦までを対

象とした虐待の未然防止に努めます。 

子ども未来課 

ひとり親家庭の自

立支援の推進 

ひとり親への子育て・生活を支援するとともに、就業支

援、経済的な支援を実施します。 
子ども未来課 

子どもの貧困対策

の充実 

生活困窮者の自立支援に関する相談や、経済的支援、学

習支援を充実させます。 
子ども未来課 

（再掲）地域子ど

も・子育て支援事

業の推進 

妊婦の健康診査や乳児家庭への全戸訪問を実施するとと

もに、延長保育や一時預かりファミリーサポートセンター

事業、子育て短期支援事業、放課後児童クラブ、病後児保

育などを充実させ、子育てを支援します。 

子ども未来課 

（再掲）社会生活を

営むために必要な

機能の維持向上 

子どもの発達段階に応じた情報の提供と相談体制の充実

を図り、子どものころから健全な生活習慣を身に着ける

ための取組みを進めます。また、地域で子育てを支援する

ための人材育成や環境づくりを推進し、子育て家庭の孤

立化や虐待を予防します。 

健康推進課 

（再掲）消費者の保

護・育成 

消費者がトラブルに巻き込まれないような、啓発活動や講

座を開催するとともに、消費者トラブル等に巻き込まれた

ときのための相談体制を整えます。 

産業課 

外国人市民へのコ

ミュニケーション・

生活支援 

外国人市民が日本人市民と同様に行政サービスへアクセ

スできる環境整備を進めるとともに、安心・快適な生活が

送れるように、ライフステージに応じた継続的な支援やコ

ミュニケーションの支援を行います。 

地域協働課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 身近な場所にある相談機関・窓口について把握しよう。 

⚫ 生活に困っている人は、自分ひとりで抱え込まず身近な人や相談窓口に相談しよう。 

⚫ 身の回りで生活に困っている人などを見つけたら、相談窓口につなげよう。  

基本施策 
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 ②多機関協働による支援体制を整えます 

在宅医療と介護、自立支援協議会と関係機関、消防と保健・医療機関など、様々

な分野における連携と協働を推進し、多機関協働による支援体制を整えます。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

（再掲）相談支援体

制の推進 

各相談窓口が連携し、継続した計画的な支援を実施する

ため、関係機関が連携した相談支援体制を推進します。ま

た、障害のある人自身のニーズや適性に合った支援を実

施するため、各相談の活用を図ります。 

福祉課 

医療と介護の連携

強化 

支援を必要とする高齢者が住み慣れた地域で医療・介護

サービスを一体的に受けられるよう関係機関との連携を

強化し、在宅療養を支える体制の充実を図ります。当市で

は、尾北医師会に在宅医療・介護連携推進事業を委託して

おり、2 市 2 町（犬山市、江南市、大口町、扶桑町）におけ

る連携を図ります。 

高齢者支援課 

（再掲）在宅生活を

支える体制整備 

ひとり暮らしの高齢者などで、支援が必要になった場合で

も自立した生活ができるよう、高齢者のニーズに応じた多

様なサービス提供に向けた体制の構築を推進します。 

高齢者支援課 

自殺未遂者の再度

の自殺企図防止 

保健所や医療機関、消防の有機的連携を図り、自殺未遂

者に相談機関を周知します。 
健康推進課 

（再掲）関係機関の

連携による社会全

体の自殺リスクの

低下 

居場所づくりを促進することで、ＳＯＳを発信している人

の存在に気づき、声掛けや見守りなどつながりがある地

域の形成に努めます。また、精神科医療、保健、福祉など

の諸施策の連動性を向上させるとともに、生活困窮者へ

の自立支援を行うことで、自殺リスクの軽減に努めます 

健康推進課 

幼保小連携の推進 

幼保共通のカリキュラムに基づき、幼保共通の教育・保育

を進めることにより、小学校教育へつなげる連続性を持っ

た質の高い幼児教育を提供します。 

学校教育課 

子ども未来課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ それぞれの専門機関の役割を知ろう。 

⚫ 専門職による相談機会を積極的に活用しよう。 
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③アウトリーチなどを通じた継続的な支援体制を整えます 

安否確認や訪問相談を通じた要支援対象者の状態把握や関係機関との情報共有な

ど、支援対象者と継続的につながることが可能な支援体制を整えます。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

（再掲）相談支援体

制の推進 

各相談窓口が連携し、継続した計画的な支援を実施する

ため、関係機関が連携した相談支援体制を推進します。ま

た、障害のある人自身のニーズや適性に合った支援を実

施するため、各相談の活用を図ります。 

福祉課 

（再掲）在宅生活を

支える体制整備 

ひとり暮らしの高齢者などで、支援が必要になった場合

でも自立した生活ができるよう、高齢者のニーズに応じた

多様なサービス提供に向けた体制の構築を推進します。 

高齢者支援課 

（再掲）社会生活を

営むために必要な

機能の維持向上 

子どもの発達段階に応じた情報の提供と相談体制の充実

を図り、子どものころから健全な生活習慣を身に着ける

ための取組みを進めます。また、地域で子育てを支援する

ための人材育成や環境づくりを推進し、子育て家庭の孤

立化や虐待を予防します。 

健康推進課 

（再掲）自殺未遂者

の再度の自殺企図

防止 

保健所や医療機関、消防の有機的連携を図り、自殺未遂

者に相談機関を周知します。 
健康推進課 

（再掲）青少年の悩

み相談の充実と支

援 

青少年一人ひとりの状況に応じた相談を行うとともに、

支援者のための研修会を実施します。 
文化スポーツ課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 地域で困っている人をどのような支援につなげられるかを考えよう。 

⚫ 生活支援コーディネーターなどの専門職と、地域の困りごとについての情報を共

有しよう。 
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 ④地域資源を活用し、支援が必要な人と地域とのつながりをつくります 

人、場、活動、サービスなどの地域資源を活用し、支援を必要とする人と地域と

の様々なつながりの機会を提供します。 

 

【各施策の内容など】 

施策 内容 担当課 

（再掲）一貫した教

育支援 

乳幼児期から学齢期、就職まで一貫した適切な支援がで

きるように、相談支援体制を構築します。 
福祉課 

（再掲）相談支援体

制の推進 

各相談窓口が連携し、継続した計画的な支援を実施する

ため、関係機関が連携した相談支援体制を推進します。ま

た、障害のある人自身のニーズや適性に合った支援を実

施するため、各相談の活用を図ります。 

福祉課 

（再掲）在宅生活を

支える体制整備 

ひとり暮らしの高齢者などで、支援が必要になった場合で

も自立した生活ができるよう、高齢者のニーズに応じた多

様なサービス提供に向けた体制の構築を推進します。 

高齢者支援課 

（再掲）社会生活を

営むために必要な

機能の維持向上 

子どもの発達段階に応じた情報の提供と相談体制の充実

を図り、子どものころから健全な生活習慣を身に着ける

ための取組みを進めます。また、地域で子育てを支援する

ための人材育成や環境づくりを推進し、子育て家庭の孤

立化や虐待を予防します。 

健康推進課 

（再掲）市民活動、

地域活動の支援及

び協働の促進 

基礎的コミュニティである地域活動の支援を強化すると

ともに、地域の課題解決や価値の創造に向けた取り組み

を支援します。また、市民活動や地域活動の支援、多様な

主体による協働を促進するため、つながる拠点としての

協働プラザ事業を進めていきます。 

地域協働課 

（再掲）多文化共生

の地域づくり 

多文化共生社会の実現に向け、意識啓発活動や日本人と

外国人の交流機会の創出、推進体制の整備等を進めま

す。 

地域協働課 

（再掲）農業者の確

保、育成 

関係団体等と連携し、農業者同士のつながりを拡げなが

ら、後継者や新規就農者の確保・育成を図ります。また、農

福連携等の新しい農業の取り組みを促進します。 

産業課 

（再掲）農業にふれ

親しむ機会の確保 

農業にふれ親しむ機会として、市民農園や子ども大学農

業学部、プランター講座等の充実を図ります。また、講師

や講座参加者たちの交流を促し、生産者ネットワークの構

築を推進します。 

産業課 

（再掲）マッチング

機会の提供 

関係機関や企業、近隣市町と連携し、企業と就職を希望す

る人とのマッチングを支援します。 
産業課 

（再掲）子どもの読

書環境の充実 

子ども読書空間「ブックキャンプ」の活用等を通じて、子ど

もの自主的な読書活動を推進し、子どもの読解力向上に

つなげます。また、市立図書館と学校が連携し、子どもや

教師が学校図書室を効果的に利用できる環境を整えま

す。 

文化スポーツ課 
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施策 内容 担当課 

（再掲）文化財の保

存、活用の推進 

犬山市文化財保存活用地域計画に基づき、地域ぐるみで

市内の歴史文化資源の調査や保存・活用、継承に取り組

み、地域の魅力向上につなげます。特に、犬山城において

は、門・櫓の復元、堀・切岸の整備・公開、天守の防災対策

強化等、価値の顕在化と魅力向上につながる取り組みを

強化します。 

歴史まちづくり

課 

（再掲）歴史・文化

に関する自主的活

動の支援 

団体が実施する市内文化財施設での企画展示、情報発

信、関連イベント等の開催を支援し、地域の魅力発信につ

なげます。また、文化財の保存、調査研究、町並み保存等

を進めるにあたり、関係団体との連携を図るとともに、団

体同士が交流する場を設けます。 

歴史まちづくり

課 

 

◇市民・地域はこんなことからはじめてみよう！ 

⚫ 地域で利用できる施設やサービス、活動している人などの情報を集めよう。 

⚫ 企業や法人の会議室や施設などを空き時間に活用できないか考えてみよう。 

⚫ 活動している人同士が交流できる場ができないか、仲間と相談してみよう。 
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近年、地域社会においては、少子・高齢化、人口減少、大規模自然災害の多発とい

った問題のほか、社会的孤立、育児と介護のダブルケア、ヤングケアラー、8050問題

など、複合化・複雑化した課題が発生しています。 

これらの課題は、高齢、障害、子ども、生活困窮といったこれまでの分野別の支援

体制では対応が困難な場合があり、こうした支援ニーズを受け止める地域の対応力の

強化が一層求められるようになってきました。 

このような社会の変化を踏まえて、平成 28（2016）年６月に「ニッポン一億総活躍

プラン」が閣議決定され、その理念として、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助

け合いながら暮らしてくことのできる包摂的なコミュニティ、地域や社会をつくると

いう「地域共生社会」の考え方が提案されました。 

また、平成 30（2018）年４月に施行された「地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律」において社会福祉法が改正され、地域福祉の推

進の理念が明記されるとともに、市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨が規定

されました。加えて、モデル事業の展開により、各自治体における属性横断的な支援

に向けた気運の高まりもみられはじめました。 

こうした中、令和２（2020）年６月に成立した「地域共生社会実現のための社会福

祉法等の一部を改正する法律」により改正された社会福祉法において、新しい支援事

業として「重層的支援体制整備事業」が定義され、市町村においても地域生活課題を

解決するための重層的な支援体制の整備に努めることが規定されました。 

 

 

 

地域や家族など共同体としての「つながり」が弱体化していく中で、生活課題を抱

えながらも相談する相手がなく、制度の谷間で孤立してしまい「生きづらさ」を感じ

ている人が増えています。 

一方で、行政をはじめとする支援機関の相談体制は、依然として縦割りで、支援す

る側にも「支援のしづらさ」があり、世代や属性を超えた支援体制の構築が課題とな

っていました。 

よって、本市では、複雑化や複合化が進んでいる地域生活課題に対応するため、高

齢、障害、子ども、生活困窮などの分野を超え、全世代に対応する相談支援を行うた

め、令和４（2022）年４月に「ふくし総合相談窓口」を設置しました。 

１ 
第５章 その他の関係計画について 

重層的支援体制整備事業計画 

現状と課題 

目的と背景 
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「ふくし総合相談窓口」で受けた相談については、相談者の同意のもと支援関係機

関で情報を共有し、各機関の専門性を生かしながら必要な対応を行っていますが、行

政のみでは限界があります。 

サービスや制度の活用だけでなく、住民同士が気にかけあい、助け合う環境の中で

「生きづらさ」を抱えている人に寄り添い、伴走し、人と人、人と地域をつなくごと

の重要性が求められています。 

 

 

 

（１）重層的支援体制整備事業の概要 

 

重層的支援体制整備事業は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

包括的な支援体制の構築を推進するために、以下の３つの支援を一体的に実施するも

のです。 

 

 １ 相談支援 

本人や世帯の属性にかかわらず受け止める相談支援 

 ２ 参加支援 

本人や世帯の状態に合わせ、地域資源を生かしながら、就労支援、居住支援

などを提供することで社会とのつながりを回復する支援 

 ３ 地域づくりに向けた支援 

地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活

躍の機会と役割を生み出す支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：厚生労働省「相談支援包括化推進員等への支援と人材養成育成事業ブロック別研修資料」（令和３年１月） 

  

重層的支援体制整備事業の実施 
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（２）重層的支援体制整備事業の内容 

 

重層的支援体制整備事業における各事業の内容は、下表のとおりです。 

各事業は個々に独立して機能するものではなく、一体的に展開することで一層の効

果を出すことを目指すものです。 

 

各事業の概要（社会福祉法第 106条の４第２項） 

事業名 事業内容 

包括的相談支援事業 〇属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める 

参加支援事業 

〇社会とのつながりをつくるための支援を行う 

〇利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューを

つくる 

〇本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う 

地域づくり事業 

〇世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する 

〇交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人を

コーディネートする 

〇地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性

化を図る 

アウトリーチ等を通じた 

継続的支援事業 

〇支援が届いていない人に支援を届ける 

〇会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者

を見つける 

〇本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く 

多機関協働事業 

〇市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する 

〇重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす 

〇支援関係機関の役割分担を図る 

 

（３）基本方針 

 

重層的支援体制整備事業は、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を

一体的に実施する包括的な支援体制を整備することで重層的なセーフティネットの

構築を目指すものです。支援対象者は、その世帯の属性を問わず、福祉、介護、保健

医療、住まい、就労、教育などに関する課題や地域社会からの孤立などの地域生活

課題を抱える全ての市民とします。 

本事業の実施にあたっては、下記の基本的な理念に基づくこととします。 

 

○潜在的な対象者の発見やアウトリーチなどによる早期的な対応を行う 

○本人や世帯を包括的に受けとめ支える 

○本人を中心とし、本人の力を引き出す観点で支援を行う 

○信頼関係を基盤として継続的に行う 

○地域住民のつながりや関係性づくりを行う 
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① 包括的相談支援事業 

高齢、障害、子ども、生活困窮などの各分野で実施されている既存の相談支援を

一体として実施し、「ふくし総合相談窓口」を中心として相談者の世代や属性を問わ

ず包括的に相談を受け止める体制を整備します。 

 

事業名 実施機関 事業内容 

地域包括支援センター事

業 

犬山市地域包括支援センター 

（高齢者あんしん相談センター） 

高齢者に関する総合

相談、権利擁護、介護

予防ケアマネジメン

ト、包括的・継続的ケ

アマネジメントの実

施（５か所） 

障害者相談支援事業 犬山市障害者基幹相談支援センター 

障害者に関する総合

相談、権利擁護、地域

移行・地域定着の促

進、地域の相談支援体

制の強化の取組みを

実施（１か所） 

利用者支援事業 

 

犬山市子ども家庭総合支援拠点 

 

保護者の身近な場所

における教育・保育施

設や地域の子育て支

援事業などの情報提

供、必要に応じた相

談・助言、関係機関と

の連絡調整などを実

施（２か所） 

犬山市子育て世代包括支援センター 

（すくすく ❣ いぬまる） 

生活困窮者自立相談支援

事業 
犬山市くらし自立サポートセンター 

生活困窮者に関する

相談、支援計画の作

成、就労支援、地域ネ

ットワーク強化、社会

資源の開発を実施（１

か所） 

 

  

基本施策 
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②  参加支援事業 

既存の居場所や制度、サービスでは対応できない本人や世帯の生活の困りごとに

対応するため、地域の社会資源などを活用して社会とのつながりをつくるための支

援を行います。 

 

事業名 実施機関 事業内容 

参加支援事業 福祉課 

関係機関と連携して社会との

つながりを作るための支援を

実施 

 

  

 

地域共生社会の実現に向けた犬山市の包括的相談支援体制

高 齢 者

障 害者

生活困窮者

子ども・子育て家庭

【高齢者を対象にした相談機関】

【障害者を対象にした相談機関】

【生活困窮者を対象にした相談機関】

【子ども・子育て家庭を
対象にした相談機関】

犬山市地域包括支援センター 等

犬山市障害者基幹相談支援センター 等

犬山市くらし自立サポートセンター 等

犬山市子ども子育て総合支援拠点
犬山市子育て世代包括支援センター 等

ふくし総合相談窓口
・統括機能

(役割分担・進捗確認・情報共有)

「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり

土台： 地域力



 

76 

③ 地域づくり事業 

高齢、障害、子ども、生活困窮などの各分野で実施されている既存の地域づくり

に関する事業の取り組みを生かしながら、世代や属性を超えて交流できる場や共助

の基盤づくりを目指した意識醸成のための学びの場の提供など多様な参加メニュー

を整えます。 

事業名 実施機関 事業内容 

地域介護予防事業 

高齢者支援課 
スポーツボイス教室などの実

施 

健康推進課 

各種健康づくり講座の実施 

（老人クラブ出張サロン、から

だ・こころすっきり椅子ヨガ、

関節が痛い時の運動法、ピラテ

ィス運動講座、フレイル予防講

座）など 

犬山市地域包括支援センター 

（高齢者あんしん相談センター） 
介護予防活動支援事業の実施 

生活支援体制整備事業 

一般社団法人 和顔の輪 

第１層生活支援コーディネー

ターの配置及び協議体の設置

による地域づくりの実施 

犬山市地域包括支援センター 

（高齢者あんしん相談センター） 

第２層生活支援コーディネー

ター（地域づくり担当）の配

置及び協議体の設置による地

域づくりの実施 

地域活動支援センター

事業 
犬山市身体障害者福祉協会 

障害者活動センターふれんど

の運営 

地域子育て拠点事業 子ども未来課 

乳幼児及びその保護者が相互

の交流を行う場所を開設し、子

育てについての相談、上方の提

供、助言その他の援助を実施 

（犬山市子育て支援センター、

さら・さくら集いの広場、橋爪

子育て支援センター、子育て広

場「ぽんぽこ」） 

地域における生活困窮

者等のための共助の基

盤づくり事業 

福祉課 
関係機関と連携して共助の基

盤づくりのための支援を実施 
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④ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

地域社会からの孤立が長期にわたるなど、必要な支援が届いていない地域住民及

びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サ

ービスに関する情報の提供及び助言などを包括的かつ継続的に行う支援体制を整備

します。 

 

事業名 実施機関 事業内容 

アウトリーチ等を通じた

継続的支援事業 
市関係課 

既存の会議やネットワークを

通じた潜在的な対象者の把握、

関係機関と連携した支援体制

の構築に、本人との関係づくり

に関する支援などを実施 

 

 

⑤ 多機関協働事業 

複数の支援関係機関が、地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決する

ために、相互の有機的な連携のもと、一体的かつ計画的に支援を行う体制を整備し

ます。 

 

事業名 実施機関 事業内容 

多機関協働事業 福祉課 

ふくし総合相談窓口を中心と

した多機関協働による支援体

制の構築、課題の整理、支援機

関の役割分担などの調整、支援

プランの作成、支援の進捗確認

などを実施 
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（４）犬山市重層的支援体制整備事業全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【包括的相談支援事業】 【アウトリーチ等を通じた 

継続的支援事業】 

 

潜在的ニーズの 

把握 

地域課題の把握と 

資源開発 

ニーズに合った 

社会参加の 

機会創出 

見守りや 

生活支援などの 

活動をとおした 

関係づくり 

連携 

連携 

連携 

連携 

世代や属性を問わない相談支援を

行う 
積極的に対象者を把握し、訪問な

どをとおして支援が必要な人との

関係性を構築する 

【多機関協働事業】 

 課題の整理、支援関係機関の役割

分担などの調整、支援プランの作

成、進捗確認を行う 

【参加支援事業】 

 本人のニーズを踏まえたマッチン

グ、定着支援と受け入れ先の支援

をとおした社会参加の支援を行う 

【地域づくり事業】 

 本人のニーズを踏まえたマッチン

グ、交流できる場や参加の機会を

創出する 
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（５）重層的支援体制整備事業の実施に係る各種会議体の設置及びフロー図 

 

本事業を実施するため、下記の会議を設置します。 

会議名 内容 

重層的支援会議（本人同意あり） 多機関協働事業において実施し、関係機関間の連携やプラ

ンの適切さ、支援の終結、資源の把握や創出などについて

検討するための会議です。（主催：多機関協働事業者） 

支援会議（本人同意なし） 社会福祉法第 106条の６に規定された会議であり、市町村

が実施し、守秘義務を設けることで、潜在的な相談者に支

援を届けられるよう、本人の同意がない場合にも情報共有

に基づく支援の検討などが可能な会議です。（主催：市） 

連携会議 (定例会議) 関係各課など（福祉課、高齢者支援課、健康推進課、子ど

も未来課、犬山市社会福祉協議会など）が連携するための

会議です。月１回以上の開催を目指します。（主催：市） 

 

 

【重層的支援体制整備事業フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

包括的相談支援事業 

複雑・複合的な課題が 

ある場合      ない場合 

それぞれの分野において 

既存のしくみで対応 

多機関協働事業 

重層的支援会議 支援会議 

アウトリーチ等を通じた 

継続的支援事業 
参加支援事業 

地域づくり事業 

 本人の同意が 

ある場合              ない場合 
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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害その他の精神上の障害などにより

判断能力が十分でない人に対し、家庭裁判所によって選任された成年後見人などが、

本人の財産の管理、福祉サービスやその他の契約等を行い、その生活を保護し支援す

る制度です。 

国は、平成 28（2016）年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成 28年

法律第 29 号。以下、「利用促進法」という。）を施行し、平成 29（2017）年度から令

和３（2021）年度までを第一期として「成年後見制度利用促進基本計画」（以下、「基

本計画」という。）を策定しました。基本計画の第一期では、全国どの地域でも成年後

見制度を必要とする人が利用できる体制整備を進めることとしています。 

また、令和４（2023）年度から令和８（2027）年度までの第二期では、「地域共生

社会」の実現を目指して、全国どの地域でも支援を必要とする人も地域社会に参加し、

自立した生活を送ることができるよう、権利擁護支援のネットワークの構築を一層充

実させることが求められています。 

市町村においては、利用促進法第 14条第１項において、「市町村の講ずる措置」と

して、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう

努めることとしています。 

本市においても、こうした国の動向に対応して、成年後見制度の利用が必要な人も

地域社会の一員として住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよ

う、権利擁護支援における地域ネットワークを構築することで「地域共生社会」の実

現を目指します。 

 

 

【成年後見制度の利用の促進に関する法律】 

第十四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努

めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な

事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その

他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

 

  

２ 
第５章 その他の関係計画について 

成年後見制度利用促進計画 

目的と背景 
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本市の現状は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者が年々増加しています。し

かし、この中には、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難が見ら

れても、誰かが注意していれば自立できる人も含んでいるため、成年後見制度や日常

生活自立支援事業の利用を推進することで、市民の権利擁護を一層充実していく必要

があります。 

判断能力が不十分な人が、権利を侵害されることを防ぎ地域で安心して暮らしつづ

けていくためには、専門機関の早期介入や、地域での支援体制の構築が必要になりま

す。 

しかしながら、アンケート調査の結果から、「悩みや不安を相談したい相手」では

家族や親戚が 50％を超え、「市内の相談窓口の認知度」は「知らない」と答えた割合

が高齢者あんしん相談センターでは 40％、それ以外の相談窓口は 50％以上であり、

専門機関につながりにくい現状があります。 

また、「成年後見制度の認知度」は「名前は知っているが利用したことがない」「知

らない」の割合が 90％を超え、「制度の利用意向」では「利用したくない」「わからな

い」が 70％を超えており、手続きの煩雑さや費用負担の心配に加え、誰が後見人にな

るかわからないという不安があることがわかりました。 

市民の情報収集の手段としては、「福祉サービスの情報源」において、どの年代も

「市の広報・市のパンフレット」で情報収集をすると答えたものの、20代では「家族・

親戚」が 50％、30 代までは「インターネット」も 40％を超えていました。 

このことから、対象者にあわせた情報提供の仕方や、早期に専門機関につながるこ

との必要性についての理解促進が課題であると考えられます。 

また、成年後見制度の利用が必要な人が増加している一方で、弁護士、司法書士、

社会福祉士などの専門職後見人の受任者が少なく、法人後見や市民後見人などの担い

手の養成にも取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数及び認知症高齢者数の推移 

 
平成 30年 

(2018年) 

令和元年 

(2019年) 

令和２年 

(2020年) 

令和３年 

(2021年) 

令和４年 

(2022年) 

療育手帳所持者数（人） 557 571 581 597 614 

精神障害者保健福祉手帳所持者数（人） 616 657 687 741 810 

認知症高齢者数（人） 2,191 2,196 2,317 2,380 2,448 

出典）手帳所持者数：福祉課 認知症高齢者数：高齢者支援課（各年３月 31日現在） 

 

  

現状と課題 
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認知症
63.7%知的障害

9.6%

統合失調症
9.1%

高次脳機能障害
4.4%

遅延性意識障害
0.8%

その他
12.4%

 

成年後見関係事件の申立件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」（令和３年１月～12月） 

 

成年後見関係事件の開始原因別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」（令和３年１月～12月） 
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出典）最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」（令和３年１月～12月） 

 

 

 

＜成年後見制度の認知度＞          ＜成年後見制度の利用意向＞ 

 

 

 

 

 

＜成年後見制度を利用したくない理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）「犬山市地域福祉に関するアンケート調査 
結果報告書」（令和４（2022）年８月） 
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（１）成年後見制度利用促進に関する施策の概要 

成年後見制度利用の促進に関する施策は、市民後見人などの育成や活動支援、判断

能力に不安がある人への金銭管理、身元保証人など、地域づくりの観点も踏まえ、成

年後見制度の利用を含む権利擁護の体制を地域で整えるものです。 

 

（２）基本方針 

権利擁護支援が必要な人の意思が尊重され、必要な人が適切に成年後見制度を利

用できるよう、地域、福祉、司法などの多様な主体が関わり本人や成年後見人など

を支援する仕組みとして、地域連携ネットワークを構築します。 

また、地域連携ネットワーク構築に関するコーディネート機能は、中核機関とし

て設置している「犬山市成年後見センター」が担い、多様な主体や既存の仕組みの

有機的な連携を図ります。 

 

【地域連携ネットワークのイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

成年後見制度利用促進に関する施策の実施 

チーム 

相談支援 
支援員 

障害福祉 
サービス事業者 

かかりつけ医 

介護サービス
事業者 

本人 後見人など 

犬山市 

成年後見センター 

（中核機関） 

適切な利用の促進 

中核機能充実 

ネットワーク 

医療機関 

家族 

民生委員 
・児童委員 地域住民 

高齢者あんしん 
相談センター 

家庭裁判所 

弁護士会 
司法書士会 

社会福祉士会 

障害者基幹 
相談支援センター 

社会福祉協議会 

介護支援 
専門員 
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① 成年後見制度の適切な利用を促進します 

経済的な理由や親族の協力が得られないことなどで制度が利用できないことが

ないよう「犬山市成年後見制度利用支援事業」を実施するとともに、養護者や施

設従事者などによる虐待を受けていたり受ける恐れがあったりする場合などは、

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）や基幹相談支援センター

などと連携し、市長申立を行うなど適切に対応します。 

また、成年後見制度を利用する人の自己決定権を尊重し、個々のケースに応じた

適切な運用を図ります。 

 

②地域連携ネットワークの仕組みをつくります 

既存のネットワークを整理・活用するとともに、司法を含む各専門分野の団体

との連携体制を構築し、地域全体で支える体制を構築します。 

 

③中核機関の機能の充実に取り組みます 

 地域連携ネットワークの構築を進めるとともに、広報・啓発活動などにより制

度の周知に努めます。また、相談機能や後見人支援機能を果たすことで制度を利

用してからのフォロー体制の機能の充実に取り組みます。現在は、福祉課及び高

齢者支援課で設置している「犬山市成年後見センター」を中核機関としています。 

 

 

 

  

基本施策 
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国は、平成 28（2016）年 12月に、「再犯の防止等の推進に関する法律」を施行し、

地方公共団体は再犯の防止などに関し、地域の状況に応じた施策を策定し、実施す

る責務を有することを定めました。 

県では、刑法犯認知件数は年々減少傾向にありますが、再犯者率（刑法犯検挙者

に占める再犯者の割合）は 47％前後を推移しています。こうした状況を踏まえ、県

は令和３（2021）年３月に「愛知県再犯防止推進計画」を策定し、国や市町村、民間

団体等と連携しながら、犯罪や非行をした人が孤立することなく、円滑に地域社会

に復帰できるように支援することで、再犯者数を減少させていくことを目指してい

ます。 

本市においても、こうした国・県の動向に対応して、地域住民の犯罪による被害

を防止し、安全で安心して暮らせる社会を目指し、犯罪や非行をした人の円滑な社

会復帰を図るため、保護司などと連携した取り組みを進める必要があります。 

 

 

【再犯の防止等の推進に関する法律】 

第八条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村

における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止

推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表するよう努めなければならない。 

 

 

愛知県内の犯罪率及び再犯者率の推移 

 
平成 29年 

（2017年） 

平成 30年 

（2018年） 

令和元年 

（2019年） 

令和２年 

（2020 年） 

令和３年 

（2021年） 

犯罪率（人口 10万人

当たり）（件） 
870 730 661 529 503 

再犯者率（％） 48.1 47.1 47.4 47.4 46.1 

出典）愛知県警察「犯罪統計書」 

  

３ 
第５章 その他の関係計画について 

再犯防止推進計画 

目的と背景 
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①本市の取組 

取組 内容 

再犯防止の推進 愛知県の再犯防止推進計画に基づき、犬山保護区保

護司会をはじめ関係機関と連携し、犯罪や非行をし

た人の社会復帰を支援し、再犯防止に努めます。 

犯罪をした人の人権についての

啓発 

犯罪をした人に対する差別的言動などの人権問題

を未然に防ぐため、犯罪をした人の人権についての

意識啓発を行います。 

地域社会への復帰 自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯

罪をした人を雇用する民間企業(協力雇用主)に対

し、入札に際し経営事項評価点に加算を行うことで

優遇します。 

 

②保護司の取組 

取組 内容 

再犯防止への取り組みの推進 犯罪や非行をした人の社会復帰を図るため、行政機

関等と連携した地域社会での継続的な支援など再

犯防止に向けた取り組みを進めます。 

「社会を明るくする運動」＊の実

施 

犬山保護区保護司会及び犬山市更生保護女性会等

の民間協力者と連携し、「社会を明るくする運動」

を推進します。 

 【「社会を明るくする運動」の主な活動内容】 

 ・幼稚園児による商業施設での啓発活動の実施 

 ・作文の募集 

 ・市内小中学校の訪問など 

薬物依存を有する人等への支援 薬物乱用の危険性・有害性を広く周知し、薬物事犯

者が再び薬物に手を出さないよう、また、薬物乱用

の未然防止のための普及活動及び薬物に関する相

談支援を行います。 

【薬物乱用防止に向けた取組み】 

・「ダメ、ゼッタイ。」普及啓発運動 

 

＊社会を明るくする運動：すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、そ

れぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動。 

  

基本施策 
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１ 
第５章 その他の関係計画について 

犬山市地域福祉活動計画 

市社会福祉協議会が作成 
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（１）計画の周知による意識の高揚 

本計画は、市民をはじめ、地域、団体、NPO、企業、市社会福祉協議会及び行政

が、それぞれの立場で力を発揮して連携し、地域の課題を解決していくことを目指

すものです。そのため、本計画の基本理念、基本目標、基本施策の内容をはじめ、

「市民・地域はこんなことからはじめてみよう！」に記載した内容などを周知して

地域福祉に対する意識の高揚を図り、計画を推進します。 

 

 

（２）関係機関の連携による計画の推進 

本計画を推進するため、市、市社会福祉協議会、地域及び関係団体などとの連携

を強化して、市民や地域の福祉ニーズの把握とその解決策の検討に努めます。本計

画の取組みについては、市民や地域の福祉ニーズを踏まえて、必要に応じて内容を

変更しながら実行できる体制を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 
第６章 計画の推進と進行管理 

計画の推進体制 
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本計画の施策は、関連諸計画の施策と関連づけて整理していますので、関連諸計

画に基づく事業の実施状況による評価が可能です。各課の担当者が施策に基づく事

業の実施状況を評価し、PDCAサイクルの考え方に則って評価後の取り組み内容を検

討する形とします。 

本計画の評価については、計画の中間年度と最終年度に行います。最終年度の前

年度には市民アンケート調査を実施し、市民の意識や生活の状況、地域の課題の状

況などについての現状と変化を分析します。 

 

 

【PDCAサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 
第６章 計画の推進と進行管理 

計画の進行管理 

Ｐｌａｎ 
＜計画＞ 

Ａｃｔｉｏｎ 
＜改善＞ 

Ｃｈｅｃｋ 
＜評価＞ 

Ｄｏ 
＜実行＞ 

・事業の実施状況の評価 

・評価後の取り組み内容の検討 
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 社会経済情勢が目まぐるしく変わり、これまでの社会保障制度では解決できない生活課

題が増えている昨今ですが、私たちが「地域で暮らす」という営みは変わりません。 

国が掲げる「地域共生社会」の実現に向けて、本市に住む誰もが住み慣れた地域でいき

いきと健やかに暮らし続けられるまちを目指すには、公的サービスの充実だけでなく地域

の多様な主体がつながって参画する「地域力の強化」が必要です。 

法第４条には、「地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、

参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。」と規定されていま

す。本計画は、市民の皆さんや地域の様々な団体と行政が一丸となって地域福祉を推進す

るための羅針盤となるよう、市民の皆さんや地域の様々な団体からいただいた意見を反映

させて策定しました。第２章では、地域に住む私たち一人ひとりが自分の住む地域の現状

を知ることができるよう、統計やアンケート調査の結果と分析を用いて本市の現状を示し

ました。あわせて、「参加してみたい」「これなら自分にもできるかも」と思う活動を見つ

けて主体的に地域福祉に関わるきっかけとなるよう、NPO 法人の活動状況などの一覧も掲

載するとともに、第４章では基本目標ごとに「◇市民・地域はこんなことからはじめてみ

よう！」という項目を設けてタウンミーティングで話し合った意見なども掲載しました。 

 ここまで読み進めていただいた皆さんが思い描く「未来の犬山市の姿」はどんなもので

しょうか。そのために、私たち一人ひとりができることはどんなことでしょうか。本計画

を完成させるのは、地域を良くしたいと願う皆さん一人ひとりの未来の本市への思いです。 

本計画の策定は、ゴールではなくスタートです。私たち一人ひとりが地域でつながり合

うきっかけとなれば幸いです。 

  

◇「未来の犬山市の姿」を思い描いてみましょう！ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

３ 
第６章 計画の推進と進行管理 

つながり支え合う地域社会へ 

 

 

 

 

 

  

 


